
 
 

私たちは建設廃棄物のプロフェッショナルです 
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 講演と懇親の集い開催      ～ 産業廃棄物の過去と現在、そして未来 ～ 

 
 組合事業恒例の、平成２０年度「講演と懇親の集い」（主

催：関東建廃協・協賛：（社）全産連・建設九団体副産物対

策協議会）がさる 7 月 2５日（金）に明治記念館において、

多くの業界関係者に参加を頂き盛況のうちに開催されまし

た。（参加者 433 名） 

 今年度のメインテーマは「産業廃棄物の過去と現在、そし

て未来」とし、講演に先立ち、午前１１時からアル・ゴア

氏の「不都合な真実」を上映するなど、例年とは趣向を変えて行いました。（社）全国産業廃棄物連

合会会長 國中賢吉氏より来賓のご挨拶を頂いた後、第１部「講演の部」では下記の２氏による非常

に内容の濃いご講演がありましした。 

                                           

 1
環境省 坂川産業廃棄物課長 

第１部 講演の部 講演内容 

① 農事組合法人てしまむら 石井亨氏 

  「不法投棄の原点 豊島問題を考える」  

② 東京都環境局環境政策部局務担当課長の高橋章氏 

  「東京都における産業廃棄物対策のこれから」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２部「懇親の部」では、来賓として、環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物

課 坂川産業廃棄物課長、国土交通省総合政策局 岡建設業技術企画官、（財）産業廃棄物処理事業

振興財団 樋口理事長、（社）建築業協会建設副産物部会 島田部会長より、それぞれ祝辞を頂きま

した。また、（財）日本産業廃棄物処理振興センター 古市理事長の乾杯のご発声の元、懇親会が盛

大に開催されました。当日ご参加されたみなさま、誠にありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 

全産連 國中賢吉会長 

     

講演される高橋章課長             講演される石井亨氏 

 
挨拶をする大野理事長 国土交通省 岡建設業技術企画官 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、当日は組合員各社の従業員に対する功労表彰、永年勤続表彰も行われ、それぞれ下記の

方が表彰を受けました。今後も益々の業界の発展にご尽力頂きたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
                       
                       
 
 
 
 

 

来年度は、７月 24 日の開催予定です。是非ともご参加の程よろしくお願いいたします。 

 
産業廃棄物処理事業振興財団

樋口理事長 

 
日本産業廃棄物処理振興センター

古市理事長 

（社）建築業協会建設副産物部会  

島田部会長 

☆平成２０年度表彰者☆ 

        功労表彰 

    橋本 健司（株式会社エコワスプラント） 

   鎌牟田 千絵（有限会社大空土木） 

大久保 充憲（東明興業株式会社） 

岡本 聖治（東明興業株式会社） 

尾林 洋之（株式会社ユーワ） 

永年勤続表彰 

   田中 和久（有限会社イワモト） 

福本 均 （株式会社共同土木） 

高崎 裕也（株式会社共同土木） 

田中 耕一（有限会社コトブキ環境） 

中野 貴史（有限会社コトブキ環境） 

星野 和之（新和環境株式会社） 

   芦澤 茂 （新和環境株式会社） 

早坂 清美（新和環境株式会社） 

元松 五優美（新和環境株式会社） 

大倉 重雄（東明興業株式会社） 

川村 隆 （株式会社ユーワ） 

土田 浩 （株式会社ユーワ） 

温井 貴子（株式会社ユーワ） 

原 光秀 （成友興業株式会社） 

              ※敬称略 順不同 

平成２０年度表彰者のみなさん 
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 3 写真① 

 私は豊島（てしま）事件が発生した島で生まれて、よそから

押し寄せてくるごみに直面して体験した当事者として、その経

緯等をご報告させていただいて、何か皆さんと一緒に考えるこ

とができればと考えております。 
 ご紹介の中で「我が国最大の不法投棄事件」というご案内が

ありましたが、実は今はちょっと言い方が変わっていまして、

我が国最大級ということになっています。公式にはたしか今第３番目の規模ということになって

いるかなと思います。不法投棄として数えられているのは主に青森、岩手であり、あるいは岐阜・

善商であり、３番目の規模として豊島があるということになります。 
 実際に不法投棄という概念は当てはめられていませんが、実態としては、これはやはり不法投

棄なのでしょうと。違法状態でごみを積み重ね続けて、豊島をはるかに超える規模になっている

ものは全国にたくさんあるというのが実情かと思います。 
 
豊島事件とは 
豊島事件とは改めてどういう事件だったのかということですが、1990 年に兵庫県警によって摘

発されて全国の知るところとなった事件です。捨てられた総量、埋め立てられた総量は、体積に

して 46 万立方メートル、重量にすると 50 万トンと鑑定されました。汚染土壌を含めると、およ

そ 67 万トンぐらいの量になる。この廃棄物に多種多様な有害物質が入っていて、これが瀬戸内海

に流れ出すという事態に至った。これが豊島事件であります。 
 豊島は、実は東京都の豊島区とほぼ同じ規模、そして同じような形をしているところです。東

京の豊島区は面積が 13.01 平方キロです。香川県の豊島は 14.6 平方キロです。ですから大きさは

ほとんど変わらないかなあと・・・。 
 東西でいいますと、豊島は 7.5 キロ、南北は 5.1 キロです。人口は先月の統計で住民票上は 1100
人を切りました。豊島は福祉施設がたくさんある島で、この島の福祉施設職員、入所者の方々、

あるいは学校の教員など、もともと豊島の人ではなく仕事の関係で豊島に滞在している人たちを

除いていくと、930 人ぐらいというのが現在の人口です。高齢者指数は統計上は 44％ぐらいです

が、実態で見ると 50％を超えているのが現状です。東京の豊島区のほうは、現在 25 万人が暮ら

している。この人口を比べていただくと、どんな島なのか少し想像がつくかと思います。 
 実は私は戦後の開拓入植農家の生まれで、私が

生まれた家には今は母がおりますが、そこから一

番近い隣までが２キロほど離れていました。朝起

きて、家の外に出て、見える範囲に人が住んでい

るというのはあまり信じられない、そういう環境

の中で育ってきました。私自身はその島で農業を

やっていきたいと思って、一たんは島を離れまし

たが、島へ戻りました。そして畑を耕し直して、

農業生産で何とか身を立てていきたいと思って

小豆島 

高松

豊島 

不法投棄の原点 豊島問題を考える        農事組合法人てしまむら 石井亨 



 
写真②
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写真③ 

 
写真④ 

いましたが、実際に出会ってしまったのが今回の産廃事件ということになります。 
  
豊島の中の左端に赤い丸をつけてありますが（写真①）、これが実際に不法投棄事件が起こった

現場です。報道でしか見たことがない方は、島じゅうがごみで埋め尽くされているようなイメー

ジを持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。今でも豊島の産廃事件といいますか、

処理の状況を視察に来られて、港に着いたときに、「ごみはどこにあるのですか」とよく聞かれま

すが、一番大きな港から直線距離で３キロぐらい離れています。実は不法投棄の規模は、兵庫県

警摘発時点の特定で６万 9000 平米、6.9 ヘクタールですから、豊島の５％に満たないぐらいの部

分です。しかし報道の影響は非常に大きくて、それが風評被害にもつながっていくことになりま

すが、ごみが島じゅうを覆い尽くしているというイメージを随分持たれてしまいました。 
 これは、産廃処理計画が起こる前の現場の航空写真です。（写真②）

ここの部分ですが、何か全体に変な感じがします。これは何をやっ

ているかというと、土砂を切り崩して売っているのです。最初この

現場では昭和初期から海岸線の砂を取っていました。何のために砂

を取っていたかというと、珪藻分が非常に多くてガラスの原料にで

きるということで、海岸線の砂を掘り起こしてこれをせっせと売っ

ていました。ただ当時は全部手作業でやっていましたから、人間が

掘り出して、もっこで担ぎ出していく。そうすると、砂は取っても

取っても沖合から新しい砂が押し寄せてきて、全然減らなかった。ところが昭和 30 年代ぐらいか

ら本格的に機械化が始まり、この海岸の砂は取り尽くした。その後どんどんどんどん山を切り崩

していって、とにかく資材として売れるものは何でも売ってしまうという状態に至ったのがこの

現場です。 
 これは拡大写真になります。（写真③）実はこれは全域が国立公園

区域内です。この北半分は普通地域ですが、この南側の海岸線から

100 メートルの範囲は第２種特別地域になります。こういう所でごみ

以前に随分と違法行為が行われていました。 
 ここで産業廃棄物の処理計画が持ち上がります。豊島事件の発端に

至りますが、昭和 50 年 12 月 18 日、Ｍという事業者が、ここに全国

から有害な産業廃棄物を持ち込んで、コンクリートで固めて太平洋に

投棄する事業をやりたいという計画を出します。許認可申請をしたのが昭和 50 年 12 月 18 日で、

私たちはこの日を豊島事件の発端というふうに数えています。ですから既に 33 年目に入っている

状況です。 
 これは国立公園の普通地域です。（写真④）航空写真で見た部分

ですが、山肌ももうほとんど削り尽くされている状態になっていま

す。これは（写真⑤）第２種特別地域で緑一面の山でしたが、削っ

ていってこういう無残な姿になってしまいました。 
 



 
写真⑤ 

 業者が申請を出すと、すぐに島の中で反対運動が始まりました。何で反対したかというと、も

ちろん自分の住んでいる島によその地域からごみを持ち込んでくる、有害物を持ち込んでくるの

は嫌だという思いはありましたが、それ以上にこのＭという事業者が信用できないという問題が

ありました。というのは、実はこの土砂を取っている行為そのものはＭがやった行為ですが、こ

れは国立公園の区域内ですから自然公園法違反です。本来ならこんな開発行為は認められないは

ずです。 
 それから、ここに平らな地面が見えています。（写真⑤）実はこ

こはもともと砂浜だった所ですが、砂を取り除いてしまいました。

山を削って砂として出荷するために、浅いところに簡単な堰堤を築

いて、その中で水洗い選別していたのです。その沈殿物が溜まって

平らになっています。ここには実は縄文から弥生にかけての集落跡

があって、たき火の跡が見えたり、人が入るような瓶が出てきたり、

非常に貴重な文化財がありました。しかしＭは結構法律をよく知っていて、「こういうものがあっ

たら開発行為はできんようになるんや」と言って、これをユンボで掘り起こして全部海へ捨てて

しまいました。これは文化財保護法違反ということになります。 
 それから、陸地を勝手に海にしたり、海を勝手に陸地にしたりということで、公有水面埋立法

とか、あるいは瀬戸内法（瀬戸内海環境保全特別措置法）にも抵触している、こういう実態があ

ります。結局彼はお金を儲けるためだったら法律なんかどうでもよかった。そういう行為をずっ

とやっていたものですから、こういう人が有害な産業廃棄物を取り扱えるという許可を受けてし

まうと、それはきっと豊島の人の健康を損ねたり、島の環境を破壊するような所までとことんや

ってしまうに違いない。だからこの人には許可を出さないでくださいという形で、反対運動が始

まりました。 
 先に申し上げておきますと、後に不法投棄事件になりますが、ここで許可されていた内容は何

かと言いますと、無害な製紙汚泥、食品汚泥、家畜のふん、木くずの４品目をここへ持ち込んで、

これをミミズに食べさせるという、無害４品目の中間処理業の許可だけしか持っていませんでし

た。その許可がおりるまでに随分大きな紛争があるわけです。 
  
今でこそ今日皆さんにこうしてお集まりいただいて、一緒にごみの問題を考えていこう、廃棄

物は非常に大きな社会問題であり、これをどう克服していくかは大きな課題であると認識されま

すけれども、今から 33 年前にはごみに関心を持つ人たちは世の中にほとんどいなかったのではな

いか。昨日聞いた話では、たしかこの関東建廃協は 33 年前にできたと。豊島に処分場を建設した

いという問題が立ち上がったのは、ちょうどこちらでこの関東建廃協ができたときです。 
 
反対運動の始まりから許可がおりるまで 
 島の人たちは、Ｍの許可申請に対してほとんど全島民の署名を持って香川県知事のところへ行

って、この人に許可を出さないでくださいという陳情活動を始めました。皆さんはもうよくご存

じのことと思いますが、許認可権者は県知事もしくは中核市以上の市長ということになりますの
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で、Ｍはせっせと知事にお願いに行く、私たち住民のほうは知事に許可をしてないでくださいと

いうお願いに行く、こういう形で反対運動が始まりました。 
 そして香川県も住民のほぼ全員が反対しているという実情から、しばらく許可をせずに様子を

見ていました。そうすると、Ｍがいろんな問題を起こし始めました。 
 
 一つには、昭和 51 年に高共丸事件が発生します。高共丸事件というのは、大阪に山本海運とい

う船会社があって、そこに高共丸という名前の船があったのですが、宮城県内の無許可の産廃業

者からドラム缶を宮城県から愛媛県の今治まで運ぶようにという仕事を請け負います。そして宮

城県で船積みして今治へ向かいます。しかしこの高共丸が今治港に入港しようとしたときに今治

市から入港を拒否されます。積み荷のドラム缶の中身が有害産業廃棄物であるということが理由

でした。そのことが全国報道されたために、この船はその後３カ月近く日本じゅうを放浪するこ

とになります。 
 この船は、愛媛県を離れた後広島県へ向かいますが、実は委託した宮城県内の無許可産廃業者

は委託した後倒産して行方不明になってしまいます。ですから高共丸は預かった積み荷を積んだ

まま、その処理をしないことにはどこにも入港できない状態になりました。そして広島県尾道・

糸崎港へ向かいますが、ここでも入港を拒否されます。 
 そこで、どうもＭがこの船に連絡をとったらしく、今のこの現場沖にその船がやってきて、26
日間いかりをおろして停泊していました。Ｍが何をしようとしたかと言うと、日本じゅうが注目

しているこの高共丸の積み荷を許可を受けないままこの敷地に陸揚げして不法処分しようとした

わけです。しかしこれは、行政が何とか行政指導という形で止めました。 
 余談ではありますが、この高共丸は、豊島沖を離れた後、今度は太平洋に出て北海道に向かい

ますが、室蘭沖で台風に遭遇します。台風の中で、室蘭港に対して緊急避難のための入港要請を

しますが、ここでも入港を拒否されて、台風の中をさまようことになります。そして一部の積み

荷を函館の業者が引き取るという契約が成立して、函館港に初めて接岸して、一部の積み荷を降

しました。残る積み荷、残るドラム缶は東京の事業者が引き取って処理をやるということが決ま

って、最終的に東京港に入港してすべての積み荷を降ろしますが、このドラム缶の中身は硫酸ピ

ッチでした。コーティングしていないドラム缶だったのかどうかよくわかりませんが、ドラム缶

は完全に腐食して、硫酸ピッチが漏れ出して船体もぼろぼろに腐食しているという状態での入港

でありました。 
 後にこの事件は国賠訴訟になっていますが、高共丸が敗訴しています。このときに排出者責任

というものが随分議論されることになりました。法改正にもつながる事件でありました。 
 
 それからＭのほうですが、高共丸の騒ぎを起こしただけでは懲りずに、今度は何をやったか。 
ここの部分に電力会社の送電線が一部写っています。（写真④⑤）実は今はこの現場に送電線はあ 
りません。 
何が当時起こったかというと、この土砂を取るという行為をやっていたときから、電力会社の送 
電線の鉄塔が邪魔だからこの鉄塔をどけろということをＭは電力会社に要求していました。 
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この時期になって何をやったかというと、鉄塔の周りをユンボで掘り起こして、鉄塔に鎖をつな 
いでブルドーザーで引っ張った。送電中の鉄塔を実力行使で引き倒そうとしたわけです。 
 これには電力会社が慌ててしまいまして、すぐに裁判所に仮処分の申し立てをします。裁判所

の執行官がやってきて、どこまでが電力会社の土地か、どこからがＭの土地かという筆界確定と

いう作業をまずやります。その作業を裁判所の執行官がやっていると、隣の鉄塔をせっせとＭは

ユンボで掘り起こしている。Ｍという人は、これを平気でやる人でした。 
 これは電力会社のほうが負けてしまったので、電力会社はＭの斡旋する土地をＭから買い取っ

て、鉄塔を４基移転させて、送電線を迂回させてしまいました。しかも、暴力を恐れたのか何な

のかわかりませんが、これを刑事事件にはしなかった。 
 ただ、高共丸の問題といい、この送電線事件といい、そういう行為をＭがやっているというこ

と自体はみんな知っていましたから、香川県もこういう人に許可を出すわけにはいかんのではな

いかということで、公式にＭに許可を出すことを見送るという表明がなされます。 
 
 そうしますと、今度はＭの直訴が始まります。Ｍは何をしたか。布団を抱えて県庁へ現れまし

て、その日から県庁の廊下で寝泊まりを始めます。登庁してくる知事をつかまえて、すがりつい

て、「許可をくれ」と言って泣きつくわけですが、彼は知事に対して当時こういう話をしました。 
 自分は本当は法律を守ってちゃんとした事業をやりたいのに、豊島の住民が反対する。香川県

も許可をおろさない。だから自分は事業が始められない。従業員に給料も払えないし、自分自身

も生活に困っている。繰り返しいろんなトラブルを起こすものですから、いっぱい新聞に書かれ

ていました。自分の子供は学校でいじめに遭って登校拒否になってしまった。自分の女房は子宮

がんでもう長くは生きられない。早く許可をくれ、という話で、繰り返し繰り返し知事にすがり

ついていく。そして県庁で暮らしている。こういう状態に入ったわけです。 
 この状態を受けて、香川県は 180 度考え方を変えてしまいました。どんなに大勢の人が反対し

たとしても、一処分業者が廃棄物処理業を営んで生活していく権利、事業者の生存権が侵かされ

てはいけない。だから香川県としてはＭに許可を出すという方向に変わったわけです。 
 
 そして昭和 52 年になって、当時の香川県知事は、自分で豊島に行って豊島の住民を直接説得す

ると言い出します。そしてやってくるわけですが、知事は当時豊島の住民にこういう話をしまし

た。 
 人間がいろいろな活動をやったら必ずごみは出てくる。出たごみはどこかで処理しないといけ

ない。法律があるわけですから、法律に従ってやったら豊島住民が恐れるような環境破壊とか健

康被害などは起こらない。ましてや豊島は典型的な過疎地ですから、こういうところで処分業が

できたら島に働く場所が一つ増えるのではないか。そういう意味では豊島にとってもプラスだ。

それでも豊島の住民が反対だと言うのであれば、それは事業者いじめであり、住民エゴである。

豊島は、海は青く、空気はきれいだが、住民の心は灰色だと言って、直接住民に演説してしまい

ました。 
 これには島じゅうの住民が激怒して、離県決議というのが持ち上がります。もう私たちは香川



 
写真⑥ 

県は嫌だ。住民大会を開いて話し合った結果、自分たちの意思で香川県をやめて岡山県になると

決めたのです。そして岡山県玉野市へ吸収合併してくださいという要請に出かけていきます。当

時対応した玉野市の助役は、「歓迎したい」という公式コメントを出して大変な騒動になりました。 
 それと前後して、ほぼ全世帯の世帯主が集まって、香川県庁に対

してデモを行いました。これが当時のデモの様子です。（写真⑥）

そして県庁へ押しかけて、県庁ホールで知事と直談判ということに

なりますが、これも決裂してしまいます。 
 そういう状況を見かねて、今度は香川県議会の議長が県議会とし

て調停斡旋に乗り出すということになりました。しかしこの調停も

不調に終わってしまいました。 
 そして豊島住民のほうが今度は民事訴訟を起こしました。高松地方裁判所に対して、処分場の

建設差止請求訴訟を提起しました。これとまた前後して、ＭはＭで、反対運動をやっている住民

を殴って怪我をさせて、暴行傷害罪で現行犯逮捕されました。こちらは刑事裁判になりました。 
  
この二つの裁判が並行して進むことになりましたが、この二つの裁判の結果を待たずに、香川

県は許可を出してしまいます。その許可の内容が、冒頭にご説明しました、無害な製紙汚泥、食

品汚泥、家畜のふん、木くず、この無害４品目という限定４品目を豊島へ持ち込んでミミズに食

べさせる。食べて太ったミミズは釣り餌、養殖用の餌として売ることができるし、ミミズが食べ

た後のふん土、ふんは、土壌改良剤、有機肥料として農家に買ってもらうことができる。後には

何にも残らない。こういう事業計画であり、そして許可の内容だったわけです。 
 それでも豊島の住民はずっと裁判を続けていました。その裁判を続けている住民に対して、香

川県が三つの自治会を個別に回って説得に当たることになります。香川県の説得はこういう内容

でした。３点です。ミミズの養殖業などというのはそもそも畜産業の一種であって、こんなもの

が環境破壊や健康被害を起こすはずがない。だから受け入れなさいと。でも県民はＭが信用でき

ない。いや、それについては住民と県が力を合わせて監視していけば、町も巻き込んでやってい

ったら、間違いなど起こせるはずがない。間違いは絶対起こさせないから受け入れなさいと。 
 そして許認可権限ですが、この島にごみを持ち込んで処理事業をやっていいかどうかというこ

とを決めるのは、この島に住んでいるあなた方住民ではない。県知事だ。その知事が既に許可を

おろしているのだから、あなた方住民がどんなに反対しようとも法的には絶対止めることはでき

ない。だから受け入れなさい。こういう説得活動がその後８カ月間続きました。 
 この間、豊島の住民は世の中の人たちから、住民エゴ、事業者いじめと言って指をさされるこ

とになります。この板挟みの中で、昭和 53 年 10 月 19 日に裁判を和解で終わらせてしまいます。

豊島住民もミミズの養殖に限って認めるということになりました。こうして豊島にごみが運び込

まれることになったわけです。 
 
ミミズ養殖場が不法投棄事件となるまで 
 ごみが運び込まれるようになって 13 年後、絶対間違いが起こらないはずのミミズ養殖場が我が  
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国最大の有害産業廃棄物不法投棄事件となるわけですが、その 13 年間豊島の住民が何にもしなか

ったかというと、そうではありません。許可がおりて、実際にミミズ養殖業と言われる行為が始

まった段階から、定期的に豊島の自治会の役員たちは県の職員と一緒に現地に立ち入りして、現

場の監視をしていました。行ってみると、ミミズの養殖場に古タイヤが盛り上げられて、火がつ

けられて燃えている。これは許可されていない行為でしょうと。許可の範囲内で事業をやらせて

くださいよ、ちゃんと指導してくださいよ、ということを繰り返し香川県に申し入れます。そう

しながらも、少しずつ状況は悪化してきていました。そして状況が激変するのは昭和 58 年です。 
 
 離島でやっている事業ですから、それまでＭはダンプカーにごみを積んで、定期便のフェリー

に乗ってごみを運んできました。ですから、持ち込める、運べるごみの量は限られていた。 
 ところが昭和 58 年、この船を（写真⑦）買ってきました。中古の

カーフェリーを自分で買ってきて、これを改造して廃棄物専用船を

つくりました。自動車が乗り込む車両甲板に直接ごみを積んで運び

出したわけです。そうすると、１回運ぶと数百トンとか 1000 トンと

いう単位になってしまった。10 トンダンプ掛ける何台というサイズ

ではなくなってしまいました。 
 

写真⑦ 

写真⑧ 

 
写真⑨ 

 それと同時に、持ってくるものが非常に変わってきました。一つは、シュレッダーダストが主

体になりました。自動車の解体ごみ、廃プラスチック類に変わりました。もう一つはこれです。

ここにドラム缶が写っています。（写真⑧）横文字で書いてあっ

て、私には何なのかよくわかりません。イタリア語だそうです。

私が見て想像がつくのは、このどくろマークとポイズンと表示

されている――これは後でわかったことですが、イタリアのア

クナ社という非常に大手の化学メーカーの廃棄物ドラム缶だそ

うです。ただしイタリアのアクナ社は日本に廃棄物は出荷して

ないと言っていまして、中身が何なのかはよくわかりません。 
 それからこれも横文字で（写真⑨）一体どこの国から来てい

るドラム缶なのかよくわかりません。それから日本国内からも

ドラム缶が集められていましたが、とにかくものすごい量の液

状物らしいもの。ドラム缶だけではなくて、タンクローリーも

頻繁に入ってきていました。 

写真⑩

 何をやっているかというと、ちょっとよくわかりませんが、

内側がコーティングしてありまして、

かなり強い酸かアルカリのどっちかでしょうが、見ても何なのかよくわ

かりません。（写真⑩） 
この背景に写っているのはシュレッダーダストです。（写真⑪）後ろは 
全部シュレッダーダストです。現場でやっているのは、シュレッダー 
ダスト用に穴を掘って、ドラム缶をそのくぼみにほうり込んで上から 
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写真⑪ 

ユンボでつぶします。そうすると、ドラム缶の中身の液体がだらだ

らっと漏れ出してきます。これが漏れ出してくると、それに火をつ

けて燃やします。この奥のほうには少し燃えているのが写真に写っ

ています。手前のほうは燃え残ったドラム缶が写っています。 

写真⑫ 

 それから先ほどのどくろマークのドラム缶ですが、よくわかりま

せんが、スレートの工場のような平家の建物がありまして、その建

物には煙突も何にもありません。単なるスレートの小屋ですが、そ

の中でこうやって燃やしている。（写真⑫）煙突がありませんから、

入り口のところからこんなふうに煙が出ています。 
 集落から見ると、このように燃やす、野焼きするという行為によ

ってこういう状態で煙が見える日が続くようになります。（写真⑬） 

写真⑬ 

焼却の状況５

写真⑭ 

沖合から見るとこんな状態になります。(写真⑭)こういう煙が毎日上

がります。漁師さんたちは、トンビが強いかカラスが強いかという

話を始めるようになりました。どういうことですか？と話

を聞くと、トンビとカラスがもつれ合いながらこの煙に近

づいていくと、先に落ちてくるのはトンビで、次に落ちて

くるのはカラス、だからカラスのほうが強いと言う。何の

話かといったら、煙に近づいた鳥が空から降ってくる。そ

れがしょっちゅう目撃される。そういう状態です。そして

風向きによると集落の中にすすが降ってきますし、ものす

ごい臭いがします。ほとんどマスクをしていないと集落の

中を歩けない、外へ出られない。部屋の中にこもって出て

こない人たちもいる。 
 そういう状況の中で、大人の間でも子供の間でもぜんそ

くのような症状がだんだんとふえてきます。豊島の小中学

生のぜんそく発症率は、単純な統計資料だけでいいますと、

全国平均の 10 倍まで上がってしまいました。明らかに健

康被害が発生しているのではないかという状況になってき

ました。 
 

 そしてあまりにも状況が異常なものですから、香川県に対して公開質問状を出しました。と言

いますのは、こういう行為が始まったころから、実は豊島の住民が現地に一緒に入れなくなった

のです。県の職員とずっと一緒に行っていたのですが、県の職員がＭと一緒になって、現場へ入

ってはいかんということを言い出したので入れない。そこで香川県に公開質問状を出しました。

現場でやっているのは一体何なのですか。半年かかって、やっと県から回答が来ました。現場で

やっているのはミミズの養殖ですと。もう一つは金属回収の事業をやっているのであって、あれ

は廃棄物の処分ではないという回答でした。 
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兵庫県警による摘発へ 
 それで納得できないということで、県の職員に来てもらって住民説明会を開きました。住民か

らは、Ｍがやっている行為は違法だ、許可外だ、だからあの事業をやめさせてくれという声が随

分と上がるのですが、住民説明会に来た香川県からは、Ｍさんは香川県下でも非常によくやって

くれる業者です、彼がやっている行為は合法であり、安全であるという説明が行われます。 
 そして今度は行政監察局へ行きました。香川県をちゃんと指導して、事業者を指導させてくだ

さいと。そうしたら、行政監察局のほうでは、どういう事業であろうとも野焼きはいけないとい

うことで県の指導に入ります。県を指導して、その県が業者を指導して、できたのがこの焼却炉

と言われるものです。（写真⑮） 

写真⑮ 

 おわかりになると思いますが、コンクリートの壁があります。コ

ンクリートの天井がありますが、この焼却炉なんかは完全にすのこ

状態になっています。鉄の管は上に載っていますが、別につながっ

てはいません。何のために鉄のパイプを載せているのかわかりませ

んが、これが県の指導でつくられた焼却炉です。 
 
 翌年も続けてまた行政監察局へ行きました。あの事業は合法のは

ずがないのだから何とかやめさせてほしいということでお願いに行きますが、香川県から指導の

結果改善されているという報告書が上がってきているのでこれ以上の指導はできないということ

で、行政監察局から断られてしまいます。 
 そして今度は警察へ行きます。警察へ行って、あの行為は違法に違いないからやめさせてくれ

と言いに行きますが、警察へ行くとみんなこう言われます。産業廃棄物というのは知事が許可を

して、その指導監督のもとにやっている事業だから、あんた方が行くところは警察ではなくて県

の担当部局だ、そっちへ行きなさいと。 
 
 その言葉を受けて県庁へ行くわけです。県庁へ行って、担当者を探し出そうとしますが、県庁

へ行くとたらい回しになってしまいまして、なかなか担当者に出会うことができません。やっと

の思いで担当者にめぐり会いますが、実はこの野焼きの煙は県庁の窓から直接見えているのです

が、住民たちが県庁の担当課へ押しかけていって、県庁の担当職員を窓際へ連れていって、「この

煙が見えんのか」「あの煙が見えんのか」と指さすと、県の職員は「見えん」と横を向いてしまう。

全く無視されてしまう。そういう状態が続きました。 
 
そういうことで、いろんな機関を頼って、何とかこの事業を止めてほしいということを申し出 
るわけですが、どこも取り合ってくれない。香川県からは完全に無視される。こういう状況の 
中で、1990 年 11 月 16 日に兵庫県警がやってきて、この事業者を検挙します。摘発します。 
創業当時というか、これは摘発直後の現場の様子の写真ですが、（写真⑯）兵庫県警の調書の中 
には、この池は三日月池と書かれています。ここにたまっている水はＣＯＤ、ＢＯＤで水質汚濁

防止法の排水基準の大体 100 倍ぐらいの濃度があります。 
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写真⑯ 

写真⑰ 

写真⑱ 

よくわかりませんが、オレンジ色の水というのはあまり見ることが

ありませんが、こういう色の水が流れています。（写真⑰）そして真

っ黒な水たまりが至るところにあります。 
 
 それからこれが許可を受けたミミズ養殖場そのものです。（写真⑱）

この写真でもミミズを飼っていたというような状態ではない、ここに

埋め立てられているものがミミズのえさになるものではないという

ことはすぐにおわかりいただけると思います。 
 
 兵庫県警摘発時に廃棄物が埋め立てられていた面積は６万 9000 平

方メートル。ミミズ養殖業で許可を受けた面積は１万平方メートルで

す。水の色は真っ黒で、非常にきれいな黒です。透明のペットボトル

にくみ取って、太陽を透かしてみると見えません。色の濃さは、ちょ

うどコーラか醤油ぐらいの色合いです。 
 
 1990 年 11 月 16 日。この日が兵庫県警の摘発。これをもって全国

の知る事件となりました。 
 すぐに私たちはまた香川県庁へ行きます。そして香川県庁で、Ｍに

やらせたらこういうことになりますという、私たちの懸念しているこ

とをあのとき言ったでしょう。だから、これは刑事事件になったのだ

から、ちゃんと業者を指導して、もとに戻してほしいということをお

願いに行ったわけです。そうしたら知事がまた出てきて、住民に約束

をします。この事件で２人目の知事になりますが、知事はこう言いました。 
 豊島の皆さんが直面しているのは法律ではない。現実だ。だから法律の解釈をできるだけ現実

に合わせる方向で検討を重ねていって、香川県庁の持てるすべての能力を使ってこの問題の解決

に当たりたい。ついては、このＭという人が一体どういう仕掛けでこれほど悪質な事業をやって

のけることができたのか、まずその点を徹底的に糾明することを約束します。 
 
 兵庫県警摘発から 34 日たって、香川県も、Ｍがやっていたのは金属回収業ではなくて、産業廃

棄物の不法処分であるということを追認して、Ｍからミミズ養殖の免許を取り上げます。 
 これは兵庫県警の捜査員たちが入っている様子です。（写真⑲） 

これはドラム缶、さっきの液状物です。これはもう既に穴があけら

れて、中身が漏れ出していますが、このドラム缶の上に載っている

のはラガーロープです。これ全体はシュレッダーダストの中につく

ったくぼみです。これは火をつける寸前の状態ですが、実はドラム

缶に穴をあけて直接火をつけると、真っ黒な煙が立ち上がっていき

ます。それを目立たなくしたいということでＭが考案したのは、ラ

 
写真⑲ 

 12



ガーロープを上に載せて燃やすと黒い煙が白っぽい煙になって見えにくくなる。それで後半に入

ると、こういうふうにラガーロープを上に載せて燃やすことが非常に多くなりました。 
 これはさっきの現場を航空写真で見比べている

ところです。（写真⑳）これが昭和 41 年です。ちょ

うどこの海岸線の砂を取り尽くした頃です。この入

江の形の変化を見ていただくと、どれぐらいの規模

でやったか想像がつくと思います。これは砂を取り

尽くした後、ここに堰堤をつくって、中で洗浄分別

をやっていたので、だんだんシルト質がたまって平

らな土地になってきたという状況です。 

写真⑳ 

 そしてこれが廃棄物の不法投棄事件が行われた

という、兵庫県警摘発後の平成４年の写真になりま

すが、この黒っぽい部分がシュレッダーダストを中

心とした産業廃棄物ということになります。あと飛び地ですが、これも廃棄物の山ですし、それ

からこの辺一帯に廃棄物がずっと積まれています。 
 
措置命令 
 香川県が約束してくれました。同時に第１次措置命令が出ました。香川県が今まで現地へ入っ

て調査してきた中では有害物質が検出されたことはなかったということになっていますが、実は

兵庫県警科学捜査研究所が分析すると、およそありとあらゆる有害物質が出てくる。そしたら香

川県の調査でも初めていろんな有害物質が出てきたという。そこでこのごみを放置してはいけな

いと。生活環境保全上支障が発生する恐れがあるので、この廃棄物を豊島から持ち出して、法の

要件の整った、設備の整った正規の最終処分場で処分しなさいという、第１次行政措置命令が出

されます。これで私たちは、この問題は発端から 16 年たっていましたが、やっとごみの問題から

解放されるのだ、刑事事件になってこの事件は解決していくのだと思ったわけです。考えたわけ

です。 
 
 ところがそうはなりませんでした。翌 91 年１月にＭは逮捕されていきます。そして半年後の７

月になりまして、判決が下りました。罰金 50 万円、懲役 10 カ月、執行猶予５年でした。そして

執行猶予期間は終わりましたから、実質罰金 50 万円だけで終わったわけです。それならごみも何

とかしてくれるんでしょうと。僕たちは普通に農業をやったりしている島の住民ですから、警察

が連れていく刑事事件になってしまったらごみも何とかなるのだろうと思ったら、そうではない。

当たり前のことかもしれませんが、刑事罰というのは懲役か罰金だけです。不法投棄されたごみ

を何とかするという話は別の話でした。 
 
 そして頼りになるのは香川県の措置命令だということで、何とか早く業者を指導して廃棄物の

撤去を実現してくれ、撤去命令を実現してくれ、それがもしできないのだったら行政代執行でこ
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れをやってほしいということで、繰り返し県庁を訪れるわけですが、なかなか進みません。 
 ３年近い時間がたちまして、実際には 1300 トンぐらいでしょうか、1000 トン余りの廃棄物が

この措置命令に基づいて撤去されました。製紙工場から来ていた 297 トンほどの盛り上げられた

焼却灰がありましたが、これは製紙工場が持って帰りました。それから空も含めて 2000 本ぐらい

並べられていたドラム缶については撤去されました。しかしごみの埋め立て本体そのものはその

ままだったわけです。 
 
 ところが香川県が事実上の安全宣言を出してしまったのです。93 年の９月議会に、「有害と思

われるものから順次撤去を進め、おおむねこれらの作業を終えた」と知事が答弁しました。そし

て、今の文言がそのまま香川県の環境白書に印刷されてしまいました。そのときになって、私た

ちは初めて慌てました。事件の内容がうやむやにされたまま、このごみが積み残されてしまうの

ではないか。私たちからすると、1000 トン持ち出したからといって安全になりましたというのは

どうしても信じられませんでした。 
 
逆有償を利用した犯罪 
 そこで自分たちで調べようということになりました。いろいろなことを聞き合わせているうち

に、刑事罰が確定した裁判の証拠書類は見ることができるのだということがわかりまして、Ｍが

罰金 50 万円の判決を受けた神戸地方裁判所姫路支部へ裁判の証拠書類を見せてほしいというこ

とで行くことになるわけです。そして、県の職員を含めまして、供述調書類全 13 冊――13 冊と

いっても１冊が 10 センチぐらいありますか、紙の厚さで１メートルをちょっと超えるかなという

ぐらいの供述調書類、それから兵庫県警科学捜査研究所の分析データ、これも紙の厚さで 40 セン

チぐらいはあったかと思いますが、これらを何とか入手することができまして、その中身をみん

なで手分けして読みあさりました。 
 そこには、Ｍが一体どんな仕掛けでやっていたかということが書いてありました。Ｍがやった

のは、典型的な逆有償です。こういうことでした。 
 
 排出事業者さんがあります。そして処理業者というのはこの場合、Ｍです。シュレッダーダス

トを実はＭは金属回収の原料という名目で１トン 300 円で買ってきていました。シュレッダーダ

ストを引き取って、１トン 300 円支払っていた。（排出事業者が）他人に有償売却しているのだか

ら、これは廃棄物ではないと。 
 私たちは廃棄物の問題にはもちろん全く素人ですし、こういう問題に行き当たるまで、何が廃

棄物で何が有価物かというのはよくわかりませんでしたが、実はこの逆有償の議論は昭和 52 年の

厚生省の１通の通達に端を発しています。皆さんは仕事をされていて、廃掃法を政省令まで読む

と、とにかく、どういうものを原料とし、どういう工場で、どういう製造過程から出てきている

性状のものというような形で、廃棄物の種類がものすごい量が箇条書きで書かれていると思いま

す。しかし実際にトラックに積んで運んでいるときに、それが産業廃棄物なのかどうなのかとい

うのはよくわかりません。 



 そこで、昭和 52 年に厚生省通達という形で廃棄物の考え方、概念が全国に通達されます。そこ

にはこう書いてありました。「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却できな

いために不要になったものをいい、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであっ

て、排出された時点で客観的に廃棄物と観念できるものではない」と。これをもって廃棄物の指

導をやりなさいということになっているわけです。 
 
 ここに書かれているのは内容的には非常に簡単だと私は思いますが、つまり排出者が自ら利用

できないから要らない、誰もお金を出して買ってくれないから要らないという状態になったらご

みです、ということが一つの条件である。そして、「占有者の意思、その性状等を」というのは、

当時この通達が出た背景から読み取ってみると、まだ使えるけれども新しい資源を使ってやった

ほうが安くつくし、私はごみとして処理をしたいという占有者の意思があれば、廃掃法にのっと

ってごみとして処理していいですよ、ということを書いてあるにすぎない。 
 ところが、Ｍはこれを悪用しました。300 円で買い取っているという事実があるのだから、こ

れは有価物だ。したがって廃棄物の免許は要らないというのが、Ｍの詭弁だったわけです。でも

実際にはこれは廃棄物だったわけですから、本当にこれを 300 円で買ったら儲からない。 
そこで主な排出地点というか積み出し港は、兵庫県姫路の鹿磨港

という港から積み出しました。そこでシュレッダーダストを１ト

ン 300 円で買いますが、これを豊島まで運ぶには非常に莫大な

運送費がかかるから、運送費として１トン当たり 2000円下さい、

という契約になっていたわけです。これを香川県も認めてしまっ

ていた。 
 
 現在でも逆有償になっている物の流れというのは非常に多いと思います。ですから、つい最近

まで埋め立て等の材料としてということで、例えば問題になったフェロシルトだとかああいうも

のはリサイクル製品という言い方をしていましたが、あれだってお金の流れを追うと完全に逆有

償になっている。結局お金との交換ではなくて、お金と品物が同じ方向へ動いていくという逆有

償で取引されているものは、現実にはやっぱり使い道がなくて厄介なものです。ですから、お金

の流れだけでいうと、あれだって最初から廃棄物だったのじゃないですか？ということになって

しまうわけです。 
 
 もしこういう形で契約さえすれば廃棄物が廃棄物でなくなってしまうのであれば、私だって今

日直ちに全国の廃棄物をなくしてみせる自信はありますが、当然これはまかり通りません。昭和

53 年以降の当時の厚生省の見解は、「但し、有償売却とは、占有者が引取者にその物を渡し、実

質的な売却代金を受け取ることをいい、形式的・脱法的行為は廃棄物の処理とみなす」と書いて

あります。Ｍがやっていたのは典型的な形式的脱法行為だったわけです。それを香川県は認めて

いた。 
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 それが認めていただけではありませんでした。香川県は知っていたのかということが一番問題

になりましたが、昭和 58 年にＭは、シュレッダーダストを燃やすとごくわずかの金属が残るが、

これを事業としてやるためには廃棄物の免許が要るのかということを、香川県に聞きに行ってい

ます。県の担当者はこう答えたと供述しています。 
 「シュレッダーダストそのものは廃棄物でありますが、Ｍさん、あなたが有償で買い受けてく

れば廃棄物にはなりません」、こう説明しました。そして、「『金属回収業という名目で事業をやる

のであれば、県公安委員会の金属くず商の許可をとったらどうですか』と指導しました」という

指導記録が出てきました。 
 そしてシュレッダーダストが実際に持ち込まれ始めてすぐに、県の担当者が現地へ確認に来て

います。そのときに県の担当者は、「300 円で買って 2000 円の運送費を払うという契約書を確か

に見ました」と。見たけれども、「Ｍさんというのは頭のいい人だから、こんなに頭のいい人が無

駄なものを買ってくるはずがない。だからＭさんが言うとおり、これは有価物なのだろうと、短

絡的に判断しました」と。「判断しました」と書いてありますが、買ってきたら廃棄物じゃなくな

るよ、という説明をしたのは県でしょう？ということです。 
 
 実は、どうやればＭのこの悪質な事業が合法な行為に見えるかという入れ知恵をしたのは、香

川県の担当者ではなかったのかという状況が出てきました。そして香川県がこの 13 年間のＭの操

業期間中に 118 回立ち入り調査に入っているということ。それから、昭和 53 年、豊島住民を説得

して、香川県はＭの事業を認めさせましたけれども、裁判の和解が成立する以前に、既にＭの行

為は廃掃法違反であるという指導票を香川県は出していた。だから、最初からＭがやっている大

部分の事業は違法行為であるという認識を香川県は持っていたのに、この事業を止めなかった。

止めなかっただけではありません。豊島住民がいくら「Ｍがやっているのは違法だからやめさせ

てくれ」ということを言いに行っても、全く取り合わない。それどころか、彼がやっているのは

合法であり、彼はよくやってくれる業者であるという説明までしているわけです。 
 検察へ行って、県の担当職員は聞かれています。「何で豊島の住民に対して、Ｍはよくやってく

れる業者だということを説明したのか」。県の職員はこう言っています。とにかくＭが怖かったと

いう証言がいっぱい出てきます。そして、県庁内部でもたびたび噂に上るような粗暴な男であっ

て、彼が何かを言ってくると、どちらかというと彼にとって都合のいい回答を全部してきたとい

うことは認めていますが、怖かったということなのでしょう。こう答えています。「もしこの場で

私が、『Ｍさんがやっているのは金属回収と称して廃棄物を不法に処分している』とでも言おうも

のなら、私自身どうされるかと思えば、決してそのようなことは言えず、このように説明をした

ものであります」と書かれていました。 
 怖かったということ、違法は知っていたということ、そして違法は知っていたけれどもＭに言

われるとＭにとって都合のいいように解釈をして説明してきた。この事実関係が出てきました。 
 そしてもう一つ驚いたのは、兵庫県警が摘発する前、昭和 63 年に姫路海上保安署がＭを検挙し

ていた。このことを私たちは知りませんでした。この刑事記録から出てきました。そして、では

何でそのときに表立って事件化されなかったのか。高松地方検察庁は香川県庁に対して、Ｍの行



為は違法であるか合法であるかという見解照会を出したのです。そしたら、香川県は検察庁に対

して、Ｍの行為は違法とは言いがたいという見解を示したために、検察庁は立件起訴を断念した、

こういう経緯があったということがわかりました。 
  
Ｍは確かに悪い業者でした。しかし、彼がやっていることが違法だと知りながら、本来なら指

導したり取り締まらないといけないはずの香川県が擁護して、加担しているということではない

か。これは明らかに共同正犯であるということで、1993 年 11 月 11 日に、香川県とＭ、そして排

出企業が共同してこの廃棄物を撤去せよという公害調停を申し立てることになったわけです。そ

して公害調停へと突入していきます。 
 

 

写真○21  

公害調停開始 
 公害調停で最初に問題になったのは、現場は豊島の住民が言

うほど本当に危険なのか、それとも県が言うようにもう既に安

全なのかということを鑑定する必要がありました。分析データ

を正確に出すために、現場にプレハブの小屋を建てて、そこに

ガスクロマトグラフを持ち込んで、検体の採取と並行で連続的

に分析をやっていきました。この調査費用に２億 3600 万円かか

っています。 
 これはグリーンピースが日本へやってきたときの様子です。（写

真○22）世界の五つのホットスポットでしたか、最も汚染された世

界の五つのスポットの一つに選ばれてしまいまして、グリーンピ

ース号がやってきたという出来事がありました。 

 
写真○22  

 
 その公害調停を申し立てましたが、公害調停はなかなか進んで

いきません。実際には調停に６年半かかってしまいました。ご存

じのとおり、裁判と違って、両当事者である香川県と私たち住民

が両方合意しない限り、調停は成立しません。一方が「嫌だ」と言っている限り裁判のように客

観的に答えを出すということができませんので、非常に時間がかかったわけです。 
 調停の手続の中身はちょっとおいておきまして、その間豊島の住民たちがどういうことをやっ

ていたかということを少しお話ししたいと思います。私もこの事件に出会うまでは、調停とか裁

判はちゃんとした手続さえ起こしたら公正に判断してくれるものだと思っていました。しかしい

ろいろな判例を見ていると、どうもそうではない。やっぱり世の中の人たちがちゃんと理解して

くれる、支持してくれる問題でなければ、いい形での答えは出てこないのではないか。裁判官、

調停委員といえども、世論がどう感じているか、どう受けとめているかということに対しては非

常にナーバスになっている。 
 そこで世の中に対していろいろと発信していく必要性に迫られてくるわけです。最初にやりま

したのは、調停申し立てと同時に、豊島のおじいちゃん、おばあちゃんたちが毎日毎日５人ずつ、
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豊島から岡山県の宇野へフェリーで渡って、岡山県の宇野からフェリーを乗りかえて香川県の高

松へ渡って、そして県庁まで行きました。実は豊島は香川県で、目の前に高松は見えていますが、

当時直行便がなくて、一たん岡山県に渡ってからでないと香川県本土には渡れなかった。そこで、

岡山県経由で高松へ行って、毎日５人のおじいちゃん、おばあちゃんたちが、「県はだました責任

をとれ」というのぼりを県庁前で立てて立っているわけです。そして通り行く人たちにチラシを

配っていく。これを半年間やりました。ちょうど真冬で、しかもお年寄りばかりですから、今日

どこそこのおばあちゃんの血圧が上がってな、とか大変な騒ぎになりました。そういう状況の中

でも毎日毎日おじいちゃん、おばあちゃんたちが頑張って行きました。 
 そうしたら今度は若い人たちが集まって、年寄りにばかり任せておけないのではないかという

ことになりました。当時香川県内には５市 38 町ありました。そこで、知事と喧嘩し始めたわけで

すから、市長さん、町長さんたちには少なくとも何が起こっているかということをよく知ってい

てほしいし、できたら住民の味方になってほしいということで、手紙を持って首長さんたちのと

ころへ回りました。しかしなかなか関心を示してもらえないだろう、読んでもらえないだろう。

それではということで、歩いて行こうということを決めまして、８日間かけて 316 キロを歩いて、

５市 38 町の町長さんたち、市長さんたちを訪ねて歩きました。いろいろな世論に対して主張して

いくための行動をやり始めました。 
 この写真は実はデモです。（写真○23）場所は東京・銀座、数寄

屋橋です。先ほど昭和 52 年のデモの写真を見ていただきました

が、これはそのデモから 19 年後にやっているデモです。何で東

京まで来てデモをやっているかというと、公害調停がほとんど進

まないという状態になりまして、何でこれほど調停が進まないの

かということを調停委員会に聞いたら、こう言われたのです。 
 

写真○23   香川県がこの廃棄物の無害化処理をやるとしても、莫大な費用

がかかる。そうすると、県単独では費用負担ができないだろう。

国の支援が要る。国が支援するということは、国会を通過するということであり、大蔵省が「う

ん」と言うことだ。東京の新聞にも出ないような地方の小さな事件で、何で大蔵省が説得できる

か。だから時間がかかるのだと。 
 それは、東京まで出てこいということなのでしょうか。意味はよくわかりません。言いたいこ

とはわかりますが、何でごみを押しつけられた私たちが東京の新聞に出るような工夫をしなけれ

ばならないのか。よくわかりませんが、とにかく東京へ出てきて、東京都民に訴えろということ

だろうということで、銀座を選びまして、不法投棄された本物の廃棄物をここへ持ってきてデモ

をやりました。 
 本物の廃棄物を持ち込んで皆さんにお見せしたということが話題になり、ロイターもＡＦＰも

入りました。ですから、このデモの様子はヨーロッパでもアメリカでも報道されました。もちろ

ん当日の東京の新聞は全社、夕刊１面はカラーでこの記事でした。これは 1996 年９月 20 日です

から、もしよかったらその記事を探してみてください。この記事が出てくるはずです。 
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実はこの 96 年は、いろいろな行動の中でこうやって東京デモをやりましたが、同じ年に当時の

菅直人厚生大臣が豊島の廃棄物そのものの上に立った。実際に現地に来て歩いたわけです。それ

からさっきのグリーンピースが来たのも 96 年です。この三つの出来事が連続したことで、初めて

豊島事件は全国区の事件として取り扱われるようになりました。 
 ところが、こんなことをやっているものですから、今度は地元で大変な議論になってしまいま

した。豊島に不法に投棄された廃棄物を、税金を使って処理しようとしたら、香川県内には５市

38 町ある、その５市 38 町が本来もらえるはずだったお金が減る。そういう意味で豊島の人たち

は香川県民に迷惑をかける。なのに豊島の人たちは県民のことを考えずに東京やマスコミのほう

ばかり向いている。したがって、彼らの住民運動は根なし草だというのが、同じ 1996 年香川県議

会総務委員会での議論でした。この議論がだんだん広がりまして、県議会全体を巻き込む話にな

ってしまいます。 
 
 さて、県議会からそういう批判が出るという状況の中で、私たちはまた改めて考え直さざるを

得なくなりました。知事と喧嘩している、その知事は誰の代表としてやっているかというと、香

川県民の代表として仕事をしているはずです。だから知事の考え方を変えさせるということがで

きるとしたら、それができる人は香川県民のはずだ。主権在民ですから。その香川県民から理解

されないようなことをやっていたのでは、この事件が解決することはあり得ないだろう。そこで

また違う形での運動をやろうということになるわけです。 
 
 最初にやりましたのは、小豆島に行きまして、役場の近くに一軒家を借りて、出先事務所をつ

くりました。そして、まず自分たちが所属している町内を一軒ずつ個別訪問して、豊島事件とは

何なのかということを説明して回りました。その延長線上でこう考えました。豊島住民が当時い

た 103 万人の香川県民一人一人とひざを交えて説得していく以外方法はもうないのではないか。

それをやっていこうと言い出したのです。 
 そこで「豊島の心を 100 万県民に」というキャンペーンを始めます。何をやったかというと、

高松に広報車を１台置きました。香川県下５市 38 町で、100 カ所連続で豊島問題の勉強会を開こ

うと計画しました。そして知らない町へ行って、公民館とかそういう会場を借ります。会場と日

にちが決まると、島へ帰って印刷物、チラシを作って、何日かしたらまた何人かのグループが現

地へ行く。そして周辺の家に１軒ずつチラシを入れて回ります。この広報車は何をしているかと

いうと、「何月何日どこそこ公民館で豊島問題の勉強会をやります。ぜひご参加ください」と放送

して回っています。毎日だれかが高松に渡って、香川県下のどこかをこの車で走っている。そう

いう形で広報活動をやるわけです。豊島のほうでは、香川県下全域の住宅地図と電話帳を揃えて、

１軒ずつの家に電話をかけていく作業をやりました。これが豊島の住民運動の非常に大きな転換

点になったところです。 
 
 振り返ってみると、実は豊島の住民が何をしたかというと、Ｍは信用できない人だから許可し

ないでくださいと県にお願いに行ったのです。許可しないでくださいというお願いを繰り返しし
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ましたが、許可されました。立ち入り調査をやりながら、彼がやっているのは違法行為だからや

めさせてくださいと、いろいろなところに頼みに行きました。そして、兵庫県警がやってきて摘

発しました。さあ、心配していたことが本当のことになってしまったのだからもとに戻してくだ

さいと、県に頼みに行きました。そして県の責任が具体的に見えてきて、これは県がみずから処

理をしてもらわないといけないのだということで調停を起こしました。島民を挙げて、島を挙げ

て、調停をやっているわけです。 
 調停は総理府の向かいでやっていましたが、住民の中の５人の選定代表人が上京してきます。

そしてもちろん弁護団がついています。中坊公平を弁護団長として 13 人の弁護団を組んだので、

この 18 人が上京してくるわけです。そうすると、島を挙げてやっているといっても、現場に行く

のは５人の住民ですから、さあ、代表役員さん頑張ってくださいね、ということをやっているだ

けです。結局誰かにお願いするということしかやっていなかった。 
 
 しかしこのキャンペーンはそれでは出来ませんでした。100 カ所連続で勉強会を開きましょう

と言ったときに、誰もがそんなこと出来るはずがないと言っていました。しかしこんな議論があ

りました。100 カ所連続でやろうと考えるからできないのでしょう。じゃあ 10 個の班をつくりま

しょう。１班が 10 会場を実現するにはどうしたらいいか考えましょう。それもしんどかったら、

その中にもう 10 班つくりましょう。ほんの２～３人にはなってしまうけれども、その２～３人で

１会場を実現するためにどうしたらいいか、それに専念してください。そしたら 100 会場できる

はずです。そう言って見切り発車してしまいました。 
 
 実はこういう運動をやっていると、私は公害調停の選定代表人の１人として東京に通った側で

すが、新聞とかテレビの取材をよく受けますからいろいろなコメントをします。どうしても目立

ってしまいます。そうすると、たくさんの電話や手紙をいただきます。ものすごい数の手紙をい

ただきましたが、中には「頑張ってください」という手紙もありますが、そうではないほうが多

い。封を切ると、こんなことが書いてあります。「おまえら豊島の住民は瀬戸内海にダイオキシン

を垂れ流しやがって迷惑だ。香川県から出ていけ。県民より」、こういうたぐいの手紙がいっぱい

来ます。電話の中で一番多いのは無言電話です。そして、つながったら相手が何を言い出そうと

話さえできれば説明はできますが、無言で切られる電話が一番多い。次に多いのは、どこの誰か

知りませんが、出るといきなり怒鳴りつけられるたぐいの電話です。 
 それは、やっぱり目立ってしまっていた５人の代表者たちがみんな背負っていました。しかし

本土に渡って勉強会をやろうということをやり出したわけですから、みんな同じ目に遭います。

チラシを配りに行く。ポストに入れようとしたら、庭先にそこの人がいます。いたら声をかけま

す。「こんにちは。豊島から来ました」。言ったら、いきなり怒鳴られます。「おまえら、いいかげ

んにしろ」と言ってやられてしまう。そこで大抵の人は泣き出してしまいます。男の人もかなり

よく泣いていましたが、特におばちゃんたちはよく泣き出してしまいます。しかし、泣こうがわ

めこうが、その人を説得できなかったら、その向こうにいる人が話を聞いてくれるわけがない。 
理解してくれるわけがない。 



 そこで島の中では、それに耐えるために何をしたかというと、それぞれの地区を細かく分断し

て、10 人とか 15 人のグループにして、供述調書だとか兵庫県警の鑑定資料だとか、こういう現

物の証拠を持ち込んで、勉強会をやりました。そして、一体何でこんなことになったのか、現場

は一体どういう状態になっているのか、今訴えている手続はどういう意味を持っているのか、こ

ういう勉強会を夜な夜な連続でやるわけです。それで高松へ繰り出していくのを底支えしていく

作業に入ります。 
 そこでやっているうちに、一人一人、みんな自分の言葉で出会った人たちを説得していくよう

になっていきます。大部分の住民がこのキャンペーンに参加していますが、その人たちが言い出

したことは何かというと、こういうことでした。 
 いろいろな手続があっても、誰かに頼んでいたら何とかしてくれるんじゃないか、だから偉い

人に頼みに行こう、こういうことを考えていたけれども、実際に自分がかかわってこうやってや

ってみると、一人一人が自分で考えて行動することが大事だと。誰かに言われたからするのでは

なくて、一人一人が自分で考えて行動できるようにならないと、何一つ世の中の問題は解決しな

いんですよね、ということを、一人一人が言い出しました。そして年寄りたちを中心として、ど

うしても毎日仕事を休んで行くわけにいきませんから、定年以降の人、あるいは農業とか自営業

の人たちが中心になって出ていくことになります。 
 
 このキャンペーンはかなり露骨なことをやりました。そういうことをやって、来てくれる人た

ちは１会場平均 12～13 人ぐらいでした。香川県を変えると豪語して始めたキャンペーンですが、

実際に変わったのは豊島の人たちでした。 
 そして無事 100 回行きまして、これが 100 回目のときの写

真です。（写真○24）当時は今より少し人口が多かったので、100
回目はちょうど 300 人集まってくれて、100 回目で初めて延

べ人数が 1600 名になりました。初めて豊島の住民より多い

人たちがひざ詰めで豊島の人たちの言う話を聞いてくれまし

た。議論に参加してくれたわけです。 
 

写真○24  

 
 最初は遠慮がちに豊島で何が起こっているか聞いてくださ

い、知ってくださいということで話をしていました。 
 ところがだんだんだんだんと、喋っているうちに、勉強会を重ねていくうちに、みんな自分た

ちと香川県政との関係がわかってきます。聞いているほうも言っているほうも。本当の主権者は

県民でしょう。だとすると、あなた方が代表として出している県議会は何でちゃんとチェック機

能を果たしてくれないのか。県議会議員にもっと仕事をしてもらってください。考え方を変えて

もらってください。それが出来ないのだったら、あなた方の力で首をすげかえてください。こう

いうことを露骨に香川県下 100 カ所で言って回ったわけですから、当時香川県議会からはものす

ごい抵抗がありました。しかしながらこういうことをやっていった。そして住民自身がこれを通

して成長していくという過程を踏んだわけであります。 
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 このキャンペーンを始めて、100 回が終わったのが 1990 年３月のことでした。この勉強会自体

は 137 回までいっていますが、その年の４月が地方統一選でした。私たちは本土へ行って、「皆さ

ん、血を流してください。汗を流してください。一緒にやってください」とお願いしましたが、

それではそう言い続けてきた私たち自身は自分たちの地域の政治家に対して一体何をしたのか。

きちんと理解してもらってやることになっているのかというと、実は豊島の住民運動は根なし草

だと発言した当時の県議会議長はうちの町から出ている人でした。そうしたら、選挙をやらない

としようがないではないか。 
 ところが、選挙をやって勝てるはずはなかった。県議会議員選挙というのは、小豆（郡）選挙

区で、３万 5000 人の人がいて、豊島に 1000 人ちょっといるわけです。高齢化が全体として進ん

でいますが、大体有権者票は３万票ぐらいあって、そのうちの 1000 票足らずが豊島ということで

す。これが２人区でしたから、選挙をやっぱりやらないといけないのではないかというのは頭の

中ではわかるけれども、対基礎票 700％オーバーとらないと当選ラインには届かない。しかも郡

部、田舎ですから、浮動票はほとんどありません。投票率が 90％近くいっている所ですから。そ

の中で出て勝てるわけがないではないか。 
 選挙という方法で民意を反映するのは、本来なら非常に当然な姿のはずです。ところが現実に

は勝てる見込みはない。ですから、もし選挙に打って出て負けてしまうと、むしろ島の中で原因

者探しが始まって、島が完全に分裂して、住民運動は終わってしまう。住民運動は即死するだろ

う。しかし県下で県政を主権者の力で変えましょうということを訴えてきたわけですから、自分

たちが行動を起こさなかったら、地方統一選に出なかった場合には、もう豊島の人間が言う話を

誰も聞いてくれなくなるだろうという板挟みになってしまいました。 
 
 住民会議という住民全体の組織がありますが、この住民組織は事の判断があまりにも重要過ぎ

てもう責任がとれないということで、機能は止まってしまいました。そうしたら、さっきの本土

へ通っていたお年寄りたちが集まり始めました。17 人の年寄りが集まって、「やっぱり選挙に出

んといかんのちゃうか。来月の明日が投票日やけど」と言って、投票日の 31 日前に最初の会合が

始まりました。その人たちが選挙をやろうと。そこへ僕は呼び出されて、「おまえ、出ろ」と言わ

れて、24 時間以内に結論を出せと。おまえが「ノー」と言った場合には、もう代案は全くない。

こういう話でした。 
 それで、その 17 人が、「わしらはやる」と皆さんがおっしゃるのだったら、じゃあ僕も逃げま

せんよ、という話で、１日置いて２人ずつ連れてこようと。そして３日目の日に 50 人が集まって、

その人たちがもう２人連れてあさって集まろうということで、150 人が集まりました。その拡大

の繰り返しをやってしまいました。ですから、選挙というのは一般的な選挙と違って、私は候補

者として出ることになってしまいましたが、私自身は基本的に何もしていません。 
 そして選挙運動というのがよくいろいろなところで行われますが、別に選対らしきものがある

わけでもなく、誰かが指揮しているというわけでもなく、みんな自分で考えて自分で判断して行

動していく。だから、「私、あの人と会って説得してくる」とか言って、どんどんどんどん行っち

ゃう。どこで誰が何をしているか全くわからない状態の中で、ふたを開けてみると、絶対あり得



ないと言われましたが当選させていただきました。 
 
 それまで香川県は公の場面でも、豊島の問題は豊島の住民、それもごく一部が騒いでいるだけ

で、それをマスコミがおもしろがっているだけで、本当は大したことないのですよ、ということ

を平気で言っていました。ところが 7000 票余りの小豆郡の票をいただいて私が議会に出てきたと

いうことは、そうではなくて、豊島のごく一部の人ではなくて、豊島からいうと小豆島が本土に

なりますが、本土の人たちも含めて豊島の人が言っていることのほうが県の言っていることより

正しいのだ、というふうに受けとめているのだということが実際に数字で示されてしまったわけ

です。 
 
調停成立から無害化処理へ 

 これを経て、2000 年６月６日に調停が成立します。香川

県知事が豊島に来て、豊島住民 700 人が集まった。これは

調停成立前の住民大会です。（写真○25）これは 2000 年６月

３日の住民大会で、この３日後に実際の調停が開かれます。 

写真○25  

 この事件で３人目の知事になって初めて豊島事件は、税

金を投入して無害化処理を行うということが確定しました。 
 先ほどの鑑定結果ですが、当時香川県が公式に発表して

いた産廃の不法投棄量はおよそ 14 万トンでした。それに

若干の汚泥として３万トンぐらいあるかもしれない。最大

17 万トンぐらいということを公表していましたが、実際にあった廃棄物の総量は 50 万トンとい

う量でありました。そして既に安全だということを県は公表していたわけですが、50 万トンの廃

棄物のうちおよそ 80％は鉛について特別管理産業廃棄物レベルの汚染状態があるということで、

完全な分離は無理だと。もし法に従ってそのまま処理するということを考えると、この 50 万トン

のごみはすべて特別管理産業廃棄物として遮断型処分場へ入れなければならないという汚染レベ

ルだったわけです。そこで安全性というのももちろん完全に崩れてしまいました。 
 
 さて、これを通して幾つかのことを一緒に考えてみたいと思いますが、先にその後の豊島につ

いて少しだけスライドを見ていただきましょう。（写真○26） 
 これは北海岸側、廃棄物と海の間の水路です。さっきの

真っ黒な水がたまっているところですが、ここの部分です。

土の中を通って、瀬戸内海に１日 125 トンぐらいの汚水が

流出しているというふうにシミュレーションされましたの

で、ここのところを根固めしてしまおうということで、ま

ず土堰堤が崩れないように根固め工事をやりました。その

後、この堰堤部分に鋼矢板を打ちまして、360 メートルの

遮水壁をつくりました。この鋼矢板の内側にコンクリート写真○26
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バラスをずっと入れてあって、海面と同じぐらいの高さのところに水平方向に有孔ヒューム管を

入れて、３本井戸を掘り、その３本の井戸に汚水を全部集めています。これを揚水して、高度廃

水処理施設で処理している。廃棄物そのものは、雨が廃棄物の中にしみ込まないように全体をシ

ートで覆いました。 
  これも不法投棄された現場の一部ですが、（写真○28）この部

分は今、高度廃水処理施設と中間保管・梱包施設を建てている

部分です。不法投棄された廃棄物及びその下の汚染土壌を撤去

して、完全に岩盤がむき出しになっている状態です。 

 
写真○27  

 
写真○28  

 
写真○29  

 この跡地へ工事をしていって、中間保管・梱包施設と高度廃

水処理施設を建てたわけです。廃棄物については、全体をこう

やってシートで包みました。これは、廃棄物のシートの上に降

った雨を集めてくる沈砂地です。（写真○29） 
 
 こうやって 2003 年にでき上がり、2003 年９月 18 日から本格

的な操業に入っています。処理の本体自体は、溶融炉を使って

汚染土壌も廃棄物もすべて溶融するということで、直島に建設

しました。本格操業が９月 18 日に始まりました。 
 
お金さえかければ溶融で無害化することが出来なくはない。

ただ、豊島の今のこの処理は、リスクコミュニケーションの方

法が非常に社会実験的なものになっています。香川県が事業の

主体者ではありますが、早稲田大学の永田勝也さんを座長とし

て、専門家集団、科学者集団を中心とする管理委員会をつくり、

基本的な処理の方向性、あるいは問題点が発生したときの対策

はこの管理委員会で方向づけをしていきます。 
 この管理委員会には豊島住民もオブザーバーという形で出席

します。冒頭と末尾で発言できることになっていますが、実際

には手を挙げればいつでも議論に参加していくことができます。そこで、現場で見ている当事者

として懸念材料をここへどんどん出して、それを全部議論していきます。 
 この管理委員会が出した方針に従って香川県が事業をやるわけですが、そのときに県議会に諮

って予算を確保する。それを実際に事業として動かそうとする段階では、香川県と豊島住民との

間に処理協議会がありまして、香川県はこの処理協議会で住民に説明をし、理解を得て、事業を

進める必要があります。 
 この処理協議会も管理委員会も全部公開でやっています。その上に実際に処理している工程そ

のものも全部公開されています。例えば、今この直島にある溶融炉が一体何度で運転されている

かというのも、数値データがインターネット上で公開されています。24 時間モニタリングされる

項目については、およそ１時間のタイムラグはありますが、すべてのデータがインターネット上
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で世界中どこからでもアクセスして見ることができるようになっていますし、手入力で入れてい

るデータについてもかなりレスポンスよく出てきます。ベルトコンベアのボルトが折れて何時間

コンベアが止まったというようなところまで、すべて事業上のトラブルとか運転データは公開さ

れています。 
 それをやりながら、さらに外部評価を加えています。４年間ですべての工程を全部見直すとい

う形で外部評価をやっています。管理委員会でヒヤリハットの検討をやります。どういう危険因

子があるか、それを予防するためにどうするかという議論をやる。その問題意識が現場で働いて

いる作業員たちにまですべて共有されているのかどうかを、抜き打ちで現地に入っていって調べ

て、それで外部評価をやっているのです。 
 
 10 年間を想定していますが、それでもやっぱりこの 10 年間緊張関係を維持するのは非常に難

しいだろう。私たち自身もそう感じていますし、外部評価に入っている人たちも感じています。 
 それから、「調停成立までに住民が起こした行動の回数」ですが、住民が行動していくためには、

例えば東京へ行って話し合いをするのだというときには、役員が集まってその段取りの打ち合わ

せをします。自分の体を動かして会合を開く、これを一つの行動と考えた場合、こういう行動を

豊島住民は何回ぐらい起こしたかを数えると、この問題のために 7000 回以上行動を起こしていま

す。 
 それから、これはものすごい人数が動いていますので、もし豊島の住民運動に１時間 800 円の

人件費を払ったら、人件費だけで６億円以上かかっただろうと言われています。別の言い方をす

ると、６億円以上の労働力を持ち寄って県との紛争に当たったわけです。 
 そして実際に持ち出したお金のほうですが、調停にはお金があまりかからないと言われました

が、東京で調停をやったものですから、13 人の弁護士と住民代表５人が１回東京に来て帰ると、

新幹線代だけでも往復 50 万でおさまらない。年に 20 回呼び出されると 1000 万円以上の新幹線

代がかかる。大体調停を維持するのに、年間 3000 万かかっていました。ですから豊島住民は１億

6000 万持ち出したのですが、これは、豊島の 1000 人ほどの住民で負担するしかありませんでし

た。だからお金の捻出をどうするかということで島の中でしょっちゅう喧嘩が起こる状態でした。 
 
 1990 年 11 月 16 日に兵庫県警が摘発しました。この日、昼のニュースから生中継で全国報道が

入っています。そしてその夜、豊島のミカンは今後一切取り扱いませんという連絡が市場から入

りました。ここが風評被害の始まりになります。汚染報道が出るたびに豊島の一次産品の取り扱

いが停止されていく。私もそうですが、何人もの人たちがこの問題の中で失業せざるを得なかっ

た。そういう経験の中で、豊島の調停は成立してきたわけです。 
 
埋立処分場は安全か？ 
 さて、簡単に私が感じるところをまとめていきたいと思います。もうこれはご存じのとおり、

安定型処分場、管理型・遮断型処分場などの埋めるという行為は本当にちゃんとできることなの

かという疑問を持つようになりました。なぜか。 
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 1996 年から 97 年にかけて、時の環境庁が全国 82 カ所の安定型処分場の分析調査をやっていま

す。そして、法律上は無害なものしか入らないはずということになっていますが、38％の処分場

から重金属、発がん性物質等が検出されている、周辺にリスクを持たせている、こういう状態が

ありました。起こっていることは何かというと、ちゃんとした分別が十分にはできないというこ

と、もしくは、やっぱり悪いと知っていてここへ捨てたら安いから捨てに行く人が後を絶たない、

監視し切れないということです。 
 
 さて、管理型処分場ですが、現実の問題としては、豊島の不法投棄現場の下に厚さ 1.5 ミリの

ゴムシートを敷いていたら管理型で通っていただろうと思います。有害物を捨てて構わないとい

うことにはなっていますが、ゴムシートが破れる、破れないということが全国でいっぱい紛争と

して起こります。私は現物を見ると破れるのではないかと思うのですが、日本の法律では破れな

いことになっています。アメリカではＥＰＡ（環境保護庁）が、こういうタイプの処分場を実際

に建設して、水を張って、漏れるということを公表しています。ドイツにも、同じような構造の

処分場がある。ただ、漏れることを前提として、分別をどう徹底するかということに対して力を

入れている。日本では漏れない。これはやっぱり日本の技術がすごいのでしょうか。 
 仮に漏れないとしましょう。よく遮水工に使われてきたこのゴムシートはどれぐらいもつのか

ということが疑問になりますが、日の出（町の廃棄物処分場）を見に行ったときに、ブリヂスト

ンの人から 50 年はもちますよというお話を聞きました。では 50 年たったら、上に埋めた廃棄物

は無害化されているのか、もう手当てする必要はないのか、管理する必要はないのか、ここがよ

くわからないところです。私は何となく、50 年たってもまだ管理は必要ではないか、無害にはな

ってないのではないかと思います。そうすると、言いかえれば、50 年したら漏れ始めるというこ

とにはならないのか、これが心配です。 
 
 遮断型処分場です。構造としては、コンクリートの筐体に廃棄物を入れて、屋根をかけて、水

が入らないようにする。汚染物を拡散させる媒体になる水との接触を隔離する構造になっていま

すが、この場合どうなるのでしょう。100 年ぐらいじいっと置いておいても、金属などはそのま

まだろうという気がします。有機化合物についてはいろいろな変化を起こすだろうと思いますが、

専門ではないのでよくわかりません。 
 こういう構造物は地震にもろいということがありますし、もう一つは、コンクリートにも耐用

年数はあるでしょう。一般的には 50 年とか 70 年と僕らは聞かされてきましたが、もし 50 年、

70 年が耐用年数だとしたら、100 年もしたらやっぱりつくり直さないといけない時期が来るので

はないか。来るとしたら、それは一体誰が費用負担してやるのか。この辺について誰がやるかと

いうことは法律には全然書いてありません。 
 
 こういうことを考えると、どうも埋めるという行為自体が実際の現象と法律の考え方にかなり

食い違っている部分があるのではないか。今、管理型の処分場などは基金を積むことが条件とさ 
 



れていますが、もし民間営利企業事業としてやる場合であれば、その基金が尽きたら倒産してし

まうわけでしょう。そうしたら、一体誰がその後の面倒を見ることになるのか。しかしそれで合

法だと。法律上は責任を果たしたということになる。生活をしている住民の観点からみると、埋

めるというのはちょっとね、という気がします。 
 
不法投棄によるＣＯ２負荷 
もう一つ、豊島廃棄物処理は一体どれぐらいＣＯ２負荷をかけているか。細かい話はもう省いて、

係数を出しましたら、0.88 です。二酸化炭素量にすると、67 万トンの汚染土壌、廃棄物を処理し

て、廃棄物由来、及び燃料である重油からの由来だけでおよそ 60 万トンぐらいの二酸化炭素が出

ることになります。これが一体どれぐらいの負荷をかけるものかというと、香川県は全国で一番

小さな県ですが、その県の森林面積も非常に小さく、８万 8000 ヘクタールあります。８万 8000
ヘクタールが１年間に固定できるＣＯ２量は７０万トン前後です。 
 これは、船を動かすとか、ダンプカーを動かす、掘削重機を動かすという負荷は全然計算して

いませんので、大体豊島に不法投棄されている廃棄物を処理している過程で出てくる二酸化炭素

は、香川県下の全森林が固定できる二酸化炭素とほぼ匹敵している状態になります。もし日本中、

世界中がこんなやり方をしたら地球はもたないというやり方には違いない。 
 
なぜ不法投棄が終わらないか 
 それから、第２、第３の豊島事件を起こさないことを私たちは目標としてきましたが、実はた

くさん残っています。これはよくご存じだと思います。 

 27

 
写真○29  

 

 
写真○30  

 この写真は岐阜の善商の現場です。（写真○29）これは青森・岩手

の県境の写真です。（写真○30）表面的にはあまりよくわかりません

が、水などを見ているとかなり異常なものが埋められていそうだ

という状態です。僕はここのデータを持っていませんので成分は

よくわかりませんが、こんな白っぽい水であったり、赤い水であ

ったり、泡立っているところも普通の水の泡の立ち方ではない。

植物の断面から、土の中からこんな色の水を吸い上げているとい

う状態が見えます。 
  
私がまず不法投棄を見るときに一つおかしいなと思うのは、何

で産業廃棄物に広域移動が認められているのかです。広域移動を

認めているのであれば、許認可権限は環境省が持つべきであって、

知事が持つべきではないのではないか。しかもこれは覊束（きそ

く）裁量と言われて、地方が裁量でその文言の解釈をやっていい

のかというと、それは認めないときている。許可しなさい、許可

しなさい、許可しなさい。広域移動ですよ。そのかわり事故があ

ったら県が責任を負いなさい。こういう状態です。 
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 どうも国と県との関係を見ていると、お互い産廃の許認可、あるいは産廃の事故に対する責任

のなすり合いをやっているようにしか見えません。ところが、なすり合いをやっているその行政

が、責任能力を本当に持っているのかと考えると、システムから考えたら責任能力などあるはず

がない。責任者であるということになっている県知事は４年に１度選挙で選ばれてくる人です。

知事が責任をとるのは、知事をやめるということでしかない。実際に後処理を県の責任でやりま

すよというと、県民の税金でやるわけですから、別に県が独自にお金を持っているわけでも何で

もない。担当職員の人たちも、技術職を除けば数年で、大体３年ごとに担当を変わっていきます

から、専門家でも何でもない。 
 
 豊島の住民運動はステークホルダーとしての成長ということを書きました。私たちは、大変な

思いをしてこのごみをどけることになりました。実は今でも費用を負担し続けて処理に立ち会っ

ています。全部会合に出る旅費は自分たち自身で出していますから。そういうことで、ものすご

い負担をしてきています。 
 かいつまんで申し上げますが、こんなことを感じました。豊島の人たちに何であれが出来たの

かということを考えたときに、日本というこの国の形を見たら、明治維新でこの国の現在のおお

よその形ができ上がってきたわけですが、そのときに地方自治という概念が出てきた。しかし地

方自治体の事務に何があったかというと、最初にやったのは地籍と戸籍と徴兵です。税金をどう

やって集めて、どうやって戦争をするかということしか、事務としてはやってなかったわけです。

そのころ社会資本整備とか社会保障をだれがやっていたかというと、地域の共同体がやっていた。

ただ、当時は自治体と共同体と大きさがほとんど同じだったので、見分けがつかなかった。 
 その当時、個人の問題と公（今でいう自治体）の問題の間にもう一つの公があって、地域社会

にかかってくる問題はそこに住む住民の問題として課題解決に取り組んだのです。こういう共同

体機能があった。ところが、合併が繰り返されてくる中で、個人の問題以外は全部自治体の問題、

公の問題は行政問題になり、行政が何とかしろという要求と、行政がしてくれなければいけない

という依存だけが残って、自分たちが当事者として問題を解決しようという能力がなくなってし

まったのがこの国だろう。豊島住民は、その中で共同体の性質を残していたものですから、共同

体として県と直接紛争を起こし、解決にまで至ったわけです。 
 
 世の中のことを考えると、あらゆる意味であらゆるステークホルダーが自立して連帯していく

ということが問われるのではないかと思います。今日ここでそういう仕事に携わることが非常に

多い皆さん、私は思うのですが、法律は本来現場に合わせてつくるべきものであって、法律をつ

くるのは誰かというと、直接実務をやっているのは国会議員であり、あるいは省庁が提案して国

会で法律を決めるわけですが、それは現場に基づいて決められるものでないといけない。法律で

こうしたから現場を法律に合わせなさいと言われたって、合うわけがない。廃棄物の問題は、発

生する側、あるいはそれを実際に処理している側、あるいはその処理場を受け入れさせられる側、

あらゆる関係者がお互いに勉強して成長していくということをやっていく。人任せにしない。そ

ういうことになっていかないと、不法投棄は絶対終わらないのではないか。 



 現状、なぜ不法投棄が終わらないか。一言で言うと、とりあえず安いから、少なくとも安く見

えるからです。だから、豊島事件は、いくらお金がかかってもこういうことをしてしまうとこん

なに高くつくのですよ、という形で完結しなければならないと思っています。しかし今、処理も

相当遅れて、また新たな問題を起こしそうになっているというのが豊島の現場です。また機会が

ありましたら、その話もさせていただきたいと思います。 
どうもありがとうございました。  
 

【7 月 25 日講演と懇親の集い講演より】 
※紙面の都合上、一部抜粋させていただきました。 
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現在の豊島の中間処理工場 

直島の処理施設（溶融炉） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 自然溢れる豊島 



委員会活動報告 

 
共同購買・広報委員会 

 ★法令遵守講習会開催★ 
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佐藤泉弁護士 

 平成２０年１０月３０日（木）に組合の共同購買事業に係わる

組合員及び関連業者のための法令遵守講習会を開催しました。講

師には弁護士の佐藤泉先生をお招きし、「廃棄物処理法における

処理委託契約書とマニフェスト運用の実務」と題し、約 1 時間に

わたる御講演を頂きました。処理委託

先や組合員から活発な質問が行われ

有意義な講習会となりました。 

 休憩を挟み、排出事業者となる組合

員と、委託先業者との意見交換会も約１時間行われ、適正な契約やマ

ニフェストの運用の確認と徹底が図られました。 

 

 ★緑の東京募金へ寄付を行いました★ 

 当組合では、東京都の「緑の東京募金」に賛同し、組合事業

収益の一部から寄付を行いました。 

 

大野理事長から東京都環境局浅川参事へ贈呈 

 「緑の東京募金」とは、都民や企業からの幅広い賛同により、

緑あふれる東京を再生するために創設され、幅広く緑を増やす

施策を展開していくものです。 

 寄せられた募金は、「緑の東京募金」に積み立てられ、全て

「海の森の整備」や「街路樹の倍増」、「校庭の芝生化」、「花

粉の少ない森づくり」といった緑化事業に充てられます。当組

合は、今後も環境保護活動に積極的に参加させていただきます。 

 

★（社）建築業協会 建設副産物の減量化・再資源化事例発表会に参加★ 

 さる１０月２９日（水）浜離宮建設プラザにおいて４年ぶり

の開催となる「建設副産物の減量化・再資源化事例発表会が行わ

れました。鹿島建設㈱、清水建設㈱、㈱長谷工コーポレーション、

戸田建設㈱による取り組み事例の発表の後、当組合からも、共同

購買・広報委員会委員長浅尾理事が参加し、「処理業界における

処理困難物のリサイクル技術とＣＯ２削減」と題した組合の取り

組み事例を紹介しました。 

 ―主な発表内容― 

発表する浅尾理事 

 処理困難物のリサイクル  

 廃プラスチックのマテリアルリサイクル  

 質の高い処理ルートの共同確保  

 ホームページ等での啓蒙活動と情報発信  



市場対策委員会 

 

～営業責任者に聴く～ 

 

座談会シリーズを企画し、今回第１回目の座談会を 11/20（木）に組合事務所にて実施しました。 

司会：東明興業㈱ 中島㈱  参加者：タケエイ 上村部長  ワイエム興業㈱ 柴山部長 

㈲大空土木 斉藤部長 ㈱ユーワ 石倉部長 
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■適正処理業者とは？ 

・廃掃法を遵守している会社（当たり前ですが）。 

・適正料金で取引しているか。 

・施設見学をオープンに実施している。 

・二次処理先の情報公開。 

        という意見がでました。 

■業者選定方法は？  

・各許可証及び施設の確認。 

・以前、不適正にて行政処分等を受けていないかを管轄行政へ問合せを行う。 

・国の推奨する動きに対応できているか。（優良評価制度等） 

      という意見が出ました。 

■処理業界の今後について 

・この不景気で、排出事業者はコストダウンを図る為に、ますます現場分別をすす

め、単品物が増え、全体売上が下がる事が考えられる。又、大型作業所では単品

施設への直送も増加し、中間処理施設へは混合廃棄物（処分原価の高い内容物）

の割合が増え二次処理先へのコストが上がる。さらには、木くず・廃プラが有価

で引き取られるのでは？ 

・運搬に関しては、原油高の時期に料金値上げを逃した事もあり、今後の値上げも

難しいのでは。さらに直送する事により、距離によってサーチャージ制の導入や

単品物を回収しやすい車両が求められていくと思う。全体的に一台の売上単価が

下がっていくのでは。その時が来るまで、業界が団結して行政や建設業界の情報

を共有して都度対応していく必要があると考えます。廃棄物の全体量が減少して

いく中で、人員の削減や、業界内での統合もでてくるのでは。 

・空想ですが、建廃協が（共存共栄、理念のもと）株式会社となり各営業マンも統

合され、排出事業者の全体窓口を行い、配車振分けを各会社へ伝達指示していく

時代がくるかも？ 

■その他の課題 

・単品回収の増加による車両、容器の見直し。 

・新築、解体廃棄物の料金の逆転。 

・業界の社会的位置付。   などが必要との意見がでました。 



処理システム委員会 

 

★平成 20 年度 第３回 BCS 合同施設視察会開催 ～ 宮城 ～★ 

 ９月２５日から２６日にかけ、恒例となっているBCSとの合同施設視察会を開催いたしました。

BCSからは戸田建設㈱高橋辰男氏、㈱淺沼組山口進一郎氏、建廃協からは大野理事長、(有)大空

土木安田理事、ワイエム興業㈱加瀬理事、松村氏、(有)コトブキ環境吉田理事、新和環境㈱青木氏

附田氏、㈱エコワスプラント吉岡氏、㈱共同土木岡林氏、森屋氏、東明興業㈱大久保氏、石田興

業㈱小澤氏、事務局より相田事務局長、佐々木氏が参加し、竹の内最終処分場、大青工業㈱安定

型処分場、恵和興業㈱中間処理場、仙台環境開発㈱管理型処分場の４か所を視察いたしました。 

 

① 村田町 竹の内最終処分場 

宮城県村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場は 

安定型埋立処分場として開設後、埋立処分を行い平成

13年に埋立完了届が提出されましたが、その後、許可

区域外への埋立、埋立容量超過、安定５品目以外の埋立

が確認された処分場です。現在は県が代執行により維持

管理を行うとともに、その間に発した措置命令について

も県が代執行を行っている状態で、有害ガスの発生防止

や浸出水が汚染されないような必要な対策を講じてい

るところです。今回は外部からの視察となりました。 

 

② 大青工業㈱安定型埋立処分場 

 

宮城県仙台市太白区に位置する産業廃棄物の安定型埋

立処分場を視察しました。この処分場の特徴は管理型処

分場同様の遮水シートを張り巡らせ、浸出水の浄化作業

も行うほど自然環境保護を徹底して実行する処分場です。

場内で遮水シートを確認し、大青工業㈱高橋部長の説明

を受け、また西塚場長の案内で場内を確認いたしました。 
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説明を受ける参加者 

 

 

 

 

 

 



③ 恵和興業㈱ 中間処理工場 

 

説明を受ける参加者 

廃棄物からの残渣を造粒固化するプラントを見学しま

した。 

廃棄物の残渣を造粒固化することで建設資材の骨材とし

て再利用する、先進的な技術を駆使した中間処理を行っ

ていました。 

 

工場見学中 

 

 

 

 
固化された石膏主体の残さ物 

 

 

 

 

 

 

 

④ 仙台環境開発㈱ 管理型埋立処分場 

 

宮城県仙台市近郊に位置する管理型埋立処分場を視

察しました。 

拡張工事中の隣接地 

拡張工事が着々と進む新たな処分場（写真手前）と現

在埋立処分を行っている処分場（写真奥）があり、仙

台環境開発㈱上野常務取締役から処分場の現状と拡張

計画について説明を受けました。 

 また、仙台環境開発㈱の中間処理施設（木くずの破

砕、廃プラ・紙くず・繊維くずの破砕、ガラ陶・がれ

き類の破砕、廃プラ・紙くずの減容、混合廃棄物の選 

別）も併せて見学させていただきした。 

 

６層からなる遮水シート 

今回の見学会に参加された方々 
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★建廃品目の標準化と電子マニフェスト・統一アプリケーションソフトの開発について★ 

 

委員会では、ＡＳＰ業者の e-reverse.com 社に協力を要請し、アプリケーションソフト

Version５の製作を進めて頂いております。（来年夏には完成の予定です。） 

夏号でお知らせした内容に若干の変更が生じておりますのでご確認ください。。 
 

相違点 Ｖer.4 Ｖer.5 

① 処分業者として複数の事業場を

e-reverse.com に登録している場合のユー

ザーID 管理 

各事業場単位でユーザー登録が必要。

複数事業場で報告業務を行う場合、そ

れぞれのユーザーID でログインし直す

ことが必要 

グループ (法人単位)配下に登録される、収集

運搬業者、処分業者の事業場(複数登録可

能)間ではユーザーは一本化され、ユーザー１

人に対し１つの ID という形で、ユーザーＩＤの

管理が簡素化される。 

② 排出事業者と処理業者間での新規契

約時のグループ間紐付け状況確認の簡素

化（紐付けがない限り、マニフェスト登録は

できない） 

グループ間紐付けをするためには、排

出事業者から都度 e-reverse.com 社に

電話やメールで依頼することが必要。   

また、紐付け完了かどうかは、依頼者

から e-reverse.com 社への確認業務が

必要。 

グループ間紐付けは、排出業者から処理業

者へ、処理業者から排出業者へ、それぞれが

グループ間紐付けを申請することが可能。    

紐付け完了により、グループ両方に「お知らせ

通知」が自動発行される。結果、グループ間

紐付けの状況確認が容易。 

グループ間紐付けは、排出業者から処理業

者へ申請することが可能。処理業者は申請を

容認することでグループ間紐付けが完了す

る。 

グループ間紐付け状況は双方から確認が容

易。 

③ 排出業者による自己運搬、自己処分、

広域認定業者との契約など、2 社間で発生

する委託契約に対応した運搬経路の設定 

運搬経路登録が出来ず、紙マニフェスト

で対応するしかない。 

運搬経路の設定が可能。 

④ 排出業者により運搬経路登録されてい

る既に竣工している現場情報や、排出予定

のない現場情報など余分な情報の扱い 

余分な情報が携帯電話に表示される。

その結果、現場選択がしづらい、余計

なパケット料金がかかる、入力ミスが発

生する等のトラブルが発生。 

携帯画面に不要な現場を表示させない、携帯

電話で現場を検索するなどの機能を設け、入

力ミスの軽減、入力作業の軽減化を図る。 

収集運搬業者は、排出業者が登録した運搬

経路に対し、独自名称を設定でき、不要な運

搬経路の非表示設定が可能。 

優良化・電子化推進委員会 
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⑤ 許可廃棄物情報の自己管理化 許可廃棄物情報の登録は、

e-reverse.com に依頼する必要あり（設

定内容を自社で変更するのは不可）。 

許可廃棄物情報の管理は、e-reverse.com 社

を通さずに、各業者自身での設定が可能。許

可情報の更新忘れ等によるトラブル軽減等が

可能。 

⑥ 廃棄物情報の標準化 排出業者各社ごとの廃棄物名称・分類

のため、ドライバーは複数排出事業者

ごとに廃棄物名称などを記憶しなけれ

ばならず、入力ミスを犯す原因となって

いる。 

廃棄物名称・分類の標準化（関東建廃協が準

備・推進中）により、ドライバー入力操作時の

ミス軽減等、処理業者の廃棄物処理に関わる

業務全体の効率化が期待できます。 

⑦ e-reverse.com 未加入排出業者のマニ

フェスト情報の取扱い 

e-reverse.com 未加入排出業者のマニ

フェスト情報（JWNET パソコン版または

他 ASP で作成されたマニフェスト）は、

e-reverse.com には取込まれない。これ

については、別途 JWNET パソコン版に

よる報告業務が必要。 

e-reverse.com 未加入排出業者のマニフェスト

情報も取扱いも可能。この分についても

e-reverse.com 上から報告業務、集計業務が

可能。 

⑧ 運搬終了報告・処分終了報告が必要な

マニフェス、マニフェスト修正・取消などの要

請通知への承認・否認業務 

都度画面から検索して報告業務を実施

する必要あり。 

e-reverse.com ログイン後、画面上の通知情

報（JWENT の通知情報、e-reverse.com 独自

の通知情報）のみの確認で報告業務、承認・

否認業務が可能 

⑨ 収集運搬業者が携帯電話操作などに

不慣れな場合、処分業者が収集運搬業者

の業務（排出業者による承認前のマニフェ

スト（積荷情報）の登録業務、運搬終了報告

業務）を代行することは可能か  

排出事業者による承認前マニフェスト

（積荷情報）は、収集運搬業者のみ登

録可能。                     

他方、運搬終了報告業務は、収集運搬

業者が行えるほか、処分業者の受入に

より自動的に運搬終了報告がされてし

まう結果、収集運搬業者の意図しない

プロセスで業務が進む可能性がある。 

排出業者による承認前のマニフェスト（積荷情

報）の登録業務は排出業者からの許可と収集

運搬業者からの権限委譲により処分業者か

らも可能。 

運搬終了報告業務は、権限を委譲することに

よってのみ、処分業者からも可能。       

運搬終了報告業務は、収集運搬業者と処分

業者が同一会社の場合のみ、処分業者の受

入確定により運搬終了報告をあげることが可

能。結果、収集運搬業者の意図しないプロセ

スで業務が進む可能性はない。 

⑩ 3 社間（排出、運搬、処分業者）の情報

であるマニフェストにつき、誰がいつどのよ

うな操作をしたかの履歴を画面上で確認で

きるか 

できない。排出事業者への問い合わせ

が必要な場合、誰に問い合わせをすれ

ばいいのかの判断できないことがある。

一定期間、マニフェストの履歴を管理し、誰が

いつどのような操作をしたか、画面上での確

認が可能。変更履歴の把握、問い合わせ先

が明確になる。 

 

 



 
汚泥部会 

★建設汚泥部会の動き★ 

 

 建設汚泥部会は毎月１回、７社（エコファクトリー、大久保興業、上総商産、協栄興業、 

成友興業、総武開発、東葉産業）で会議を開催しています。 

 各社とも、関東地域における建設汚泥の処理業者としての立場から、現状の処理実態、今後の

方向性、排出事業者・国・各行政への取組について検討しています。 

 

 平成１１年度に建設汚泥リサイクル指針（財団法人先端建設技術センター）が刊行され、その

後、別表のとおり順次通知が発出され、建設汚泥のリサイクル率向上への方策、指導がなされて

来ております。 

 

 部会としては、造粒固化等の製品化等への設備導入や有効利用によりリサイクル及び適正処理

を進めているところです。 

   

 しかし、現段階における問題点は、次の３点が挙げられます。 

 

① 地方自治体により、法律の運用や技術的判断基準が異なること。 

② 年間８００万トンといわれる発生量のうち、首都圏における発生量はその４０％以上と多く、

価格競争により適正処理料金が確保できていないこと。 

③ 製品化後の販売先の確保及び処理（改質）後の２次処理先の問題等が根幹の課題としてあるこ

と。 

 

これらの問題を解決し、より一層のリサイクル率の向上と適正処理を確保するために、排出事

業者及び行政と一体となって業界の秩序ある発展に向けて努力をしております。 
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図：建設リサイクルＶｏｌ４５より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



行政動向・トピックス 

優良性評価制度の見直しを検討 環境省 

  環境省は、来年度事業で、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」について、 

 制度運用開始より４年が経過することから、制度見直しなどのための調査・検討や、普及啓発、 

 ネットワークシステム構築などに着手する方針。 

  制度見直しの調査・検討については、経済協力開発機構（ＯＥＣD）による「廃棄物適正処理に関す

るＯＥＣD 勧告」に対応する側面もあるとのこと。この勧告には、環境マネジメントや、労働安全も

内容に含まれ、「施設の管理・記録」「人員の訓練プログラム」「災害時など非常事態の適切な対応計画」

「施設閉鎖後のアフターケア」などが盛り込まれており、今回の見直しで、この中で取り込めるもの

を検討する予定。（ＯＥＣＤ優良業者基準に対応）また、情報公開ネットワークの改良・検討では、排

出事業者、適合事業者のニーズにあった情報公開・検索が可能なマッチングシステムの構築などが検

討される。 

 「産廃スクラム２８」不法投棄撲滅強化月間 

産業廃棄物の不法投棄を撲滅するため、１０月１６日から１２月末まで、産業廃棄物不適正処理防

止広域連絡協議会（通称名「産廃スクラム２８」）では、独自の強化月間を設け、各参加自治体が集中

的な取組を実施する。全ての自治体が、産業廃棄物の収集運搬車両を対象に、積載物の確認や廃棄物

処理業の許可の有無等について高速道路等の路上で一斉調査を行うなど、また、路上パトロール、ス

カイパトロールなどを行う自治体もあるとのこと。 

―「産廃スクラム２８」参加自治体－ 

東京都、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、

静岡県、郡山市、いわき市、宇都宮市、さいたま市、川越市、千葉市、船橋市、柏市、横浜市、川崎

市、横須賀市、相模原市、新潟市、長野市、静岡市、浜松市 

なお、現在発表されている実施結果は、下記のようになっている。 

首都高速道路 湾岸線（東行き）大井本線料金所 調査台数 １２台 うち指導４台 

     （マニフェスト不携帯 ２件、車両表示不備 ２件） 

八都県市合同調査 １８７台 うち指導３２台 

（マニフェスト不携帯８件、マニフェスト記載不備６件、車両表示不備５件、 

書類携行不備１３件、無許可の疑い１件） 

国土交通省より建設混合廃棄物組成分析を受注 

  この度、関東建設廃棄物協同組合は、国土交通省より「建設混合廃棄物組成分析」を受注した。 

 建設混合廃棄物に含まれる、石膏ボード、塩ビ管の割合や組成を分析調査するもので、新築、解体（木

造・非木造）、土木工事現場から排出される混合廃棄物を、組合員施設１５か所でそれぞれ２５ずつ

実施し分析を行う。 

 県外廃棄物の監視強化  栃木県 

  栃木県は制度の的確な運用と制度の厳格化を図るため、「県外産業廃棄物の最終処分に関する要綱」

を改正した。中間処理業者も事前協議対象となることが明文化されたほか、最終処分の実施状況につ

いて年４回の報告を義務付けることとなった。今年１１月１日から実施される。 
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組合員施設状況                 平成 20 年１１月 1 日現在 

   関東一円に広がる処理施設と収集運搬車両  建設廃棄物処理は組合員をご用命ください。 

◆地区別                

                    

地区別 組合員数 

東京都 20 

神奈川県 6 

千葉県 2 

埼玉県 6 

栃木県 1 

長野県 1 

合計 36 
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       ※本社所在地              

 

◆組合員施設配置図    
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コラム                         ～編集部～ 

11 月 20 日、今年もボージョレ・ヌーボーが解禁された。フランスの有名なワインの産地の一つであるブルゴ

ーニュ地方のボージョレで作られ、生産された年のうちに飲むと美味しいといわれるワイン。解禁日は毎年 11 月

の第 3 木曜日と決まっており、今年は天候に恵まれたため、美味しいワインが出来たとか。普段はあまり口にし

ないワインも、この日ばかりはお祭り気分でという人もいたのでは…。 

今年のニュースで話題になったのは、このボージョレまで CO2 削減の商品が販売された事。ガラスの瓶ではな

くペットボトル入りで、軽量化のおかげで空輸時の CO2 を削減できたそうだ。こうして見回してみると、身近な

ところに CO2 削減やカーボンオフセットといった“エコ”関連の商品が増えている。年賀はがきや旅行にガソリ

ン、ジュースにバナナ、フラワーアレンジメント等々。それぞれ購入すると、CO2 削減に貢献できるという商品。

また、省エネ家電を購入すると買い物時に使えるエコポイントがつくといった、家電クリーン開発メカニズム制度

も今後話題になりそうだ。地球温暖化対策に貢献したい気持ちは大いにある。が、しかし目に見えないシステムな

だけに、どれだけ貢献できているのか不安な部分もある。 

目に見える物を扱っている廃棄物処理の業界。もっと、環境に関連する業界である事をアピールできればと思う。

それ以前に、貢献している業界であると、広く認識される業界になっていかなくてはならないと痛感する。 

 

あとがき 

 「建廃協だより」も、うっかり定期発行宣言？をして以来、どうにかこうにか 2 巡目に入り、この号で 5 冊目

となりました。本来なら 10 月発行を目指していた訳ですが、国土交通省より建設混合廃棄物組成調査を受注した

影響？で１ヶ月も遅れての発行です。 

 おかげさまで、「建廃協だより」を楽しみにして下さっている方々もいらっしゃると聞き、多少のプレッシャー

を感じながら委員一同作成に当たっておりますので、何卒ご容赦くださいませ。 

 今回は、「講演と懇親の集い」での「不法投棄の原点 豊島問題を考える」と題した石井亨氏の講演内容を２６

ページに及び掲載させていただいたわけですが、なぜ不法投棄が起きてしまうのか？がとても興味深く記載されて

いますので、是非ともお読みいただきたく存じます。その中で石井氏はこう述べています。「なぜ不法投棄が終わ

らないか。一言で言うと、とりあえず安いから、少なくとも安く見えるからです。だから、豊島事件は、いくらお

金がかかってもこういうことをしてしまうとこんなに高くつくのですよ。」と。 

不景気で世の中が騒がしい昨今ですが、こういう時期こそ、適正な廃棄物処理費の負担を惜しんで安易に委託し

てしまうと、また日本のどこかで豊島事件と同じような事例が起きてしまうかも知れません。 

それでは皆様、寒さの折、お体を大切になさってください。 

 
建廃協だより ２００8．秋号 

企画・編集：共同購買・広報委員会 

発行：関東建設廃棄物協同組合 

〒104-0031 東京都中央区京橋２－６－６ 藤木ビル３F 

   TEL 03-5159-8171  FAX 03-5159-8173 

   http://www.kenpaikyo.or.jp 
共同購買・広報委員会では共同購買にご協力いただける業者様を

募集しております。備品からその他商品に至るまで、当組合事業

に係る商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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私たちは、建設廃棄物のプロフェッショナルです。 

組合員・賛助会員名簿  

組合員                                    H２０.11.１現在 

㈱IWD ☎046-235-6000 ㈱大進興業 ☎04-2944-7891 

㈱アトムス ☎045-570-3817 ㈱タイセイリサイクル ☎042-945-1190 

㈲有明土木 ☎03-3522-5353 ㈲高千穂環境 ☎045-954-3488 

石田興業㈱ ☎0285-84-1161 ㈱タケエイ ☎03-6361-6830 

市川燃料チップ㈱ ☎03-3636-3280 東亜建業㈱ ☎03-5229-6851 

㈲イワモト ☎044-511-9381 東明興業㈱ ☎03-5910-2771 

栄和リサイクル㈱ ☎03-5273-4446 丸徳興業㈱ ☎043-255-1316 

㈱エコワスプラント ☎042-588-0072 ㈱ユーワ ☎042-944-1956 

㈲大空土木 ☎042-560-5717 ㈱リフレックス ☎0468-33-0700 

㈱川上商店 ☎042-379-0011 ワイエム興業㈱ ☎048-933-3000 

㈱共同土木 ☎048-771-7973   

クリーンサービス㈱ ☎042-491-9888 ＜建設汚泥部会＞  

㈱クリーン産業 ☎045-972-3388 ㈱エコ・ファクトリー ☎042-379-0013 

㈲クロダ ☎03-3677-0546 大久保興業㈱ ☎042-335-4588 

㈱光洲産業 ☎044-822-0795 上総商産㈱ ☎03-3522-7281 

㈲コトブキ環境 ☎03-3522-5858 協栄興業㈱ ☎048-718-0311 

㈱ジャパンリサイクル ☎042-337-0777 成友興業㈱ ☎042-558-4111 

㈲昇鋭金属 ☎03-5710-1829 ㈱総武開発 ☎047-357-1155 

新和環境㈱ ☎03-3208-5047 東葉産業㈱ ☎03-5664-0850 

 
賛助会員 

㈱イーリバースドットコム ☎03-5212-2252 東芝テック㈱ ☎0558-76-9456 

㈱エコグリーン ☎03-3537-3240 東京トリムテック㈱ ☎03-3492-3430 

㈱エコテック ☎0424-79-1921 東武運輸㈱ ☎0485-32-1313 

㈱カムテックス ☎03-3264-4900 内藤環境管理㈱ ☎048-887-2590 

㈱北川鉄工所 ☎03-3844-7108 日生運輸㈱ ☎0869-67-1000 

㈱協伸製作所 ☎045-503-2061 富士鋼業㈱ 東京(支) ☎03-3263-5128 

コマツ東京㈱ ☎042-752-7115 ㈱御池鐵工所 関東(営) ☎048-261-1166 

シグマテック㈱ ☎03-5651-2201 三菱化学物流㈱ 九州(支) ☎093-643-2660 

㈱スカラベサクレ ☎093-321-3050 リファインバース㈱ ☎03-3538-1712 

仙台環境開発㈱ 東京(営) ☎03-3580-1711   

 




